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芦屋市民憲章 

 

わたくしたち芦屋市民は，国際文化住宅都市の市民である誇りをも

って，わたくしたちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために，市

民の守るべき規範として，ここに憲章を定めます。 

この憲章は，わたくしたち市民のひとりひとりが，その本分を守

り，他人に迷惑をかけないという自覚に立って互いに反省し，各自が

行動を規律しようとするものであります。 

 

1 わたくしたち芦屋市民は， 

文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。 

 

1 わたくしたち芦屋市民は， 

自然の風物を愛し，まちを緑と花でつつみましょう。 

 

1  わたくしたち芦屋市民は， 

青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。 

 

1 わたくしたち芦屋市民は， 

健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。 

 

1 わたくしたち芦屋市民は， 

災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょう。 

 

  



 

 

 

は じ め に 

 

※「はじめに」を記載予定 
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第１章 計画の概要 

  

計画の概要 
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１ 計画策定の背景と目的 

 

介護保険制度は，その創設から 17 年が経ち，サービス利用者は制度創設時の 3 倍を

超え，500 万人に達しており，介護サービスの提供事業所数も着実に増加し，介護が

必要な高齢者の生活の支えとして定着してきています。 

その一方，平成 37 年にはいわゆる団塊世代すべてが 75 歳以上となるほか，平成

52 年にはいわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるなど，人口の高齢化は，今後

さらに進展することが見込まれています。 

このように，超高齢社会が進む中，国は高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有

する能力に応じ，自立した日常生活を営むことができるよう，医療，介護，介護予防，

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の

進化・推進していくはことが重要であるとしています。 

平成 26 年６月 25 日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律」が公布・施行されました。この法律では，在宅医療・

介護連携の推進などの地域支援事業の充実をはじめ，予防給付の地域支援事業への移

行・多様化，特別養護老人ホームの重点化，低所得者の保険料軽減の拡充などが示され

ました。 

また，平成 29 年６月 2 日，「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律」（平 29 法 52 号，以下，平成 29 年改正法という）が公布され，

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会の実現を図るとともに，制

度の持続可能性を確保することに配慮し，サービスを必要とする方に必要なサービスが

提供することが目指されています。 

本市は，これまでも『高齢者がいつまでも，いきいきと安心して暮らせるまち』を基

本理念とした「第７次芦屋すこやか長寿プラン 21（第７次芦屋市高齢者福祉計画及び

第６期介護保険事業計画）」を平成 29 年 3 月に策定し，総合的な介護予防や地域ケア

の推進のもと，高齢者が心身ともに健康で，生きがいや楽しみがある生活を送り，介護

が必要となっても尊厳を持ち続けられる環境づくりを進めてきました。 

平成 12 年度に創設された介護保険制度は，第３期（平成 18～20 年度）の法律改

正で，要介護状態の軽減，悪化防止を目的とした新予防事業や地域支援事業の導入など，

制度の大幅な見直しが行なわれ，本市におきましても積極的に介護予防事業などに取り

組みました。また，第４期（平成 21～23 年度）では，総合的な介護予防の取り組みや

地域密着型サービスの基盤整備等，第５期（平成 24～26 年度）では，高齢者が地域

で自立した生活を営めるよう，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが切れ目

なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みの推進，第 6 期（平
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成 27～29 年度）では，地域支援事業の充実，低所所得者の第１号保険者の保険料の

軽減割合の拡大を推進してまいりました。 

今後，本市でも総人口は大きな伸びが見られない一方，高齢化率の上昇，認定者数の

増加が見込まれ，団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年に向け，これまで推進して

きた「地域包括ケアシステム」構築の取り組みを継承し，更に進化・推進してまいりま

す。 

このような背景を踏まえ，本市における高齢者福祉施策の基本方向等を設定するとと

もに，その実現に向けて平成３０年度から平成３２年度までの３か年を対象とする「第

８次芦屋すこやか長寿プラン 21（第８次芦屋市高齢者福祉計画及び第７期介護保険事

業計画）」を策定しました。 
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２ 計画の性格 

 

（１）法令等の根拠 

 

本計画は，老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８の規定に基づく市

町村老人福祉計画及び，介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条の規定に基

づく市町村介護保険事業計画です。厚生労働大臣が定める「介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」などに則して策定しました。 

 なお，本市では，老人福祉計画の名称を「高齢者福祉計画」として策定しています。 

 

（２）高齢者福祉計画と介護保険事業計画の関係 

 

高齢者福祉計画は，65 歳以上のすべての高齢者を対象とした生きがいづくり，日常

生活支援，福祉水準の向上など，高齢者に係る福祉施策全般を範囲とする計画です。 

一方，介護保険事業計画は，65 歳以上の要介護等認定者（40～64 歳における老化

が原因とされる特定疾病者も含む）ができる限り住みなれた家庭や地域において，自ら

の意思に基づき利用する介護保険サービスを選択し，自立した生活を送れるよう，必要

となるサービスに関する整備目標等を取りまとめた計画となります。また，第 7 期計画

（平成 30～32 年度）は， 団塊の世代が後期高齢期を迎える 2025 年（平成 37 年）

に向けた「地域包括ケア計画」の第２期の計画として位置づけられ，高齢者が安心して

暮らせる地域包括ケアシステムの構築を見据えた計画となります。 

これら，要介護等認定者を含むすべての高齢者を対象とした高齢者福祉計画と，介護

保険サービスに関する介護保険事業計画は，相互が連携することによって，総合的な高

齢者福祉施策の展開が期待されます。 

よって，本市では両計画を一体的な計画として策定し，「第８次芦屋すこやか長寿プ

ラン 21」として取りまとめました。 
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（３）計画の期間 

 

本計画は，平成 30 年度を初年度とし，平成 32 年度を目標年度とする 3 か年

計画です。計画期間最終年にあたる平成 32 年度に，次期計画策定に向けた見直

しを行います。 

 

 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

平成 

36 年度 

平成 

37 年度 

平成 

38 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画期間（第８次） 

第９次計画期間 

第 10 次計画期間 

見直し 

平成 37 年（2025 年）までの見通し 

見直し 
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（４）他計画等との関係 

 

本計画は，「第４次芦屋市総合計画（平成 23～32 年度）」及び「後期基本計画（平成

28～32 年度）」の高齢者福祉に係る部門計画の役割を担うとともに，「第 3 次芦屋市

地域福祉計画（平成 29～33 年度）」をはじめ，市の保健福祉分野別計画との整合を図

り策定しています。 

また，国の「介護保険の事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」，県の「市町介護保険事業計画策定に係る県基本指針」，「兵庫県老人福祉計画」，

「兵庫県保健医療計画」など，関連計画等との整合性を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芦屋すこやか 
長寿プラン 21 

芦屋市障害者（児）福祉計画 

芦屋市障害福祉計画 

芦屋市健康増進・食育推進計画 

    その他各課関係計画 

 

 

芦屋市子ども・子育て支援事業計画 

芦屋市子ども・若者計画 

芦屋市総合計画 

芦屋市地域福祉計画 

国：介護保険の事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針 

県：市町老人福祉計画(介護保険事業計画)改定に係る県基本指針，兵庫県老人福祉

計画（介護保険事業支援計画），兵庫県保健医療計画 

整合 
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３ 計画の策定体制 

 

（１）附属機関等による策定体制 

 

学識経験者，保健・医療関係者，福祉関係者，介護サービス事業者，介護保険被保険

者，公募市民，行政関係者で構成される「芦屋すこやか長寿プラン 21 策定委員会」を

設置し，計画内容の検討を行いました。 

また，市民の社会福祉に関する事項の審議を行うために設置された「芦屋市社会福祉

審議会」においても，ご意見をいただきました。 

 

（２）庁内検討体制 

 

庁内においては，「芦屋すこやか長寿プラン 21 推進本部」及び「芦屋すこやか長寿

プラン 21 推進本部幹事会」を設置し，計画内容の検討及び調整等を行いました。 

 

（３）アンケート調査の実施 

 

平成 30 年度を初年度とする「第８次芦屋すこやか長寿プラン 21」（第８次芦屋市高

齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画）を策定するにあたり，今後の計画策定に必

要な基本的な資料を収集するため，２種類のアンケート調査を実施しました。 
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①調査方法 

  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

一般高齢者 要支援認定者 要支援・要介護認定者 

調査対象 

平成 29 年 1 月 1 日現

在の市内在住 65 歳以

上 高齢者 2,200 人 

（要支援・要介護認定者

を除く） 

平成 29 年 1 月 1 日現

在の市内在住 65 歳以

上 要支援認定者 

800 人 

平成 29 年 1 月 1 日現在の要支援・要

介護認定者 2,000 人 

（施設入所者を除く） 

主たる調査目的 

・高齢者福祉計画のための実態把握 

・要介護状態になるリスクの発生状況，各種リスク

に影響を与える日常生活の状況を把握し，地域の

抱える課題分析を行う 

・介護保険事業計画のための実態把

握 

・介護保険サービスの利用状況と，「在

宅の継続」や「介護者の就労継続」の

関係等に着目した分析を行う 

抽出方法 
住民基本台帳等より   

無作為抽出 

要支援認定者より   

無作為抽出 
要支援・要介護認定者より無作為抽出 

配布・回収 
郵送による調査票の配布・回収 

※督促状の送付（1 回） 

調査期間 平成 29 年 2 月 14 日～2 月 28 日 

 

②回収結果 

  
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

一般高齢者 

【Ａ】 

要支援認定者

【Ｂ】 
【A】＋【B】  要支援・要介護認定者 

調査票配布

数（C） 
2,200 800 3,000 2,000 

回収票数 1,779 628 2,407 1,449 

有効票数（D） 1,760 609 2,369 1,281 

無効票数 19 19 38 168 

有効回収率 

（D/C） 
80.0% 76.1% 

79.0% 

（前回 66.7%，60

歳以上調査） 

64.1% 

（前回 58.5%，要支援・要

介護認定者調査） 

※「無効票数」は，白票（調査対象者，調査対象外者を含む），及び市外在住など調査対象外の方の件数 
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（４）ワークショップの開催 

 

市民ワークショップは平成 29 年 7 月に全３回実施し，西山手，東山手，精道，潮見

の地域ごとに，「認知症の方への支援」をテーマに検討いただきました。 

 

  ○開催日 ：平成 29 年 7 月 6 日（木），14 日（金），28 日（金）（全 3 回） 

  ○参加者 ：【市民】 

   ①中学校区福祉ネットワーク会議構成員 

   （民生委員・児童委員，福祉推進委員，自治会長）      

   ②介護相談員 

  【支援団体等】 

   ①認知症の人をささえる家族の会 あじさいの会 

   ②施設（グループホーム） 

   ③認知症カフェ 

  ④認知症地域支援推進員 

  ○参加人数  ：7 月 6 日 26 名，14 日 26 名，28 日 24 名 

  ○地域区分  ：西山手地区，東山手地区，精道地区，潮見地区 

○検討テーマ ：認知症の方への支援 

  ○検討内容  ：一人ひとりの身近な取り組みや地域での取り組み，計画づくりに

資するような課題解決に重点をおいた検討を実施 

  ○スケジュール：第１回 テーマ選定 

  第２回 理想と現状の検討 

  第３回 解決策（取組）の整理 
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（５）関係団体等意向調査の実施 

 

医療関係者や介護保険事業関係者等からみた課題・問題を把握するため，アンケート

調査を実施しました。 

 

  ○実施期間  ：平成 29 年 6 月 

  ○対象者  ：（１）芦屋市医師会・芦屋市歯科医師会・芦屋市薬剤師会 

   （２）医療機関（市内病院 3 か所） 

   （３）芦屋市高齢者生活支援センター 

   （４）芦屋市ケアマネジャー友の会 

   （５）居宅介護支援事業所（市内事業所 33 か所） 

   （６）芦屋市介護サービス事業者連絡会（部会単位で調査票を送付） 

 

  ○調査方法 ：アンケート調査 

       ＊なお，介護保険事業に関わる「芦屋市ケアマネジャー友の会」及び「芦

屋市介護サービス事業者連絡会」については，併せてヒアリングも実

施 

 

（６）パブリックコメントの実施 

 

計画内容について，市民からの幅広い意見を考慮して最終的な意思決定を行うために，

平成 29 年 12 月●日から平成 30 年１月●日にかけて，「第８次芦屋すこやか長寿プ

ラン 21 計画（中間まとめ）」に対する意見募集（パブリックコメント）を実施しまし

た。 
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４ 計画の推進体制 

 

（１）庁内推進体制 

 

本計画の実現に向けて，各施策・事業の進捗状況を毎年，点検・評価し，広報紙や市

ホームページ等で公表するとともに，関係機関や関係各課との調整を行います。 

 

（２）庁外推進・評価体制 

 

「芦屋すこやか長寿プラン 21 評価委員会」を設置し，各施策・事業の進捗状況や達

成状況等の評価を行います。 

また，「芦屋市地域包括支援センター運営協議会」によるセンターの適切な運営，公

平・中立性の確保に関する協議や，「芦屋市地域密着型サービス運営委員会」における

地域密着型サービスに関する整備状況，サービス事業者からの申請等の審議を行います。 
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◇「地域包括ケアシステの深化・推進」 

（１） 自⽴支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

（２） 医療・介護の連携の推進等 

（３） 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

◇「介護保険制度の持続可能性の確保」 

（４） ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする 

（５） 介護納付金への総報酬割の導⼊ 

５ 介護保険制度改正の概要 

 

 現在，75 歳以上の高齢者数の急増とともに，単身や夫婦のみの高齢者世帯の増加な

ど，地域社会や家族関係が大きく変容する中で，介護保険制度が目指す「高齢者の尊厳

の保持」や「自立支援」をいかに実現していくかが問われています。 

 他方で，介護保険制度は，制度創設以降，介護サービスの増加に伴い，介護保険料が

増加していることから，介護保険制度の持続可能性を高めていくことが強く求められて

いる状況です。 

 平成 29 年改正法では，高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会

の実現を図るとともに，制度の持続可能性を確保することに配慮し，サービスを必要と

する方に必要なサービスが提供することが目指されています。 

このような点から，「地域包括ケアシステの深化・推進」と「介護保険制度の持続可能

性の確保」という２つの基本的な考え方のもと，制度見直し（平成３０年施行）が行わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30 年 4 月１日施行。（（５）は平成 29 年 8 月分の介護納付金から適用，（４）は平成 30

年 8 月 1 日施行）） 

 

（１）自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

 

全市町村が保険者機能を発揮して，自立支援・重度化防止に取り組むよう，①データ

に基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載），② 

適切な指標による実績評価，③ インセンティブの付与が法律により制度化されます。 
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（２）医療・介護の連携の推進等 

 

①「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と，「生活施設」と

しての機能とを兼ね備えた，新たな介護保険施設が創設されます。 

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については，６年間延長することとする。

病院又は診療所から新施設に転換した場合には，転換前の病院又は 診療所

の名称を引き続き使用できます。  

 

②医療・介護の連携等に関し，都道府県による市町村に対する必要な情報の提

供その他の支援の規定が整備されます。 

 

（３）地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

 

市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り，福祉分野の共通

事項を記載した地域福祉計画の策定が努力義務化されます。 

高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため，介護保険と障害福

祉制度に新たに共生型サービスが位置付けられます。 

 

（４）２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする 

 

世代間・世代内の公平性を確保しつつ，制度の持続可能性を高める観点から，２割負

担者のうち特に所得の高い層の負担割合が３割となります。ただし，月額４４，４００

円の負担の上限があります。（平成３０年８月施行） 

 

（５）介護納付金への総報酬割の導入 

 

各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳の保険料）について，被用者保険間

では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）となります。  
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第２章 高齢者を取り巻く現況と課題 

  

高齢者を取り巻く現況と課題 
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１ 高齢者人口等の推移 

 

（１）年齢３区分別人口及び高齢化率の推移 

 

 本市の総人口は，住民基本台帳によると，平成 26 年以降，年々緩やかに減少傾向に

あり，平成 29 年 4 月 1 日現在で 95,740 人です。 

年齢３区分別にみると，0～14 歳，15～64 歳人口は，減少傾向で推移している一

方，65 歳以上の高齢者人口は年々増加している状況です。 

年齢３区分別人口の推移 

 
注：平成 29 年のみ 4 月 1 日現在 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 

 日常生活圏域別の高齢者人口は，山手圏域が最も多く，潮見圏域が最も少ない状況で

す。高齢化率は，潮見（33.3%）が最も高く，精道（25.6%）が最も低い状況です。 

年齢３区分別人口（日常生活圏域別，平成 29 年） 

 
注：( )内は高齢化率 

資料：住民基本台帳（平成 29 年 4 月 1 日現在） 
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 本市の高齢化率は全国・兵庫県と比べ，高い状況にあります。 

 また，後期高齢化率も全国・兵庫県よりも高い状況です。 

 

高齢化率（高齢者割合）の比較【全国・兵庫県】 

 

 

後期高齢化率（後期高齢者割合）の全国・兵庫県との比較 

 

注：平成 25 年のみ 3 月 31 日現在。※平成 26 年調査から調査期日が変更 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数」（各年 1 月 1 日現在） 

24 .7 

25 .4 

26 .4 

27 .1 

27 .7 

24.1 

24.8 

25.8 

26.4 

27.0 

24.1 

24.7 

25.6 

26.3 

26.8 

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

芦屋市 兵庫県 全国

12 .2 
12 .4 

12 .7 

13 .1 

13 .7 

11.6 11.7 

12.0 

12.5 

13.0 

11.8 
12.0 

12.2 

12.6 

13.1 

10%

11%

12%

13%

14%

15%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

芦屋市 兵庫県 全国



 

17 

（２）要支援・要介護認定者の状況 

①要支援・要介護認定者数の推移 

 要支援・要介護認定者数は年々増加傾向にあり，平成 29 年で 4,972 人となってい

ます。平成 25 年から要支援・要介護認定者数の増加率（前年比）は，年々低下してお

り，平成 26 年・4.3％，平成 27 年・3.0％，平成 28 年・2.1%，平成 29 年では反

転し－0.5%となっています。 

 要支援・要介護度別にみると，各年ともに要支援 1 が多く，平成 29 年では 1,270

人，要支援・要介護認定者の 25.5％を占めています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

注：平成 29 年のみ 5 月月報 

資料：介護保険状況報告（各年 9 月月報） 
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 要支援・要介護認定者数は年々増加傾向にありますが，要支援・要介護認定率はほぼ

横ばいで，平成 29 年では 18.3％です。 

 また，後期高齢者の認定率は平成 27 年以降，微減傾向で推移し，平成 29 年では

32.4％となっています。 

 

要支援・要介護認定率の推移 

 

 

 要支援・要介護認定率を全国・兵庫県と比較すると，本市は全国とほぼ同水準，兵庫

県より認定率が低くなっています。平成 28 年から平成 29 年にかけて，全国・兵庫県

が横ばいで推移するなか，本市は全国より下回り，18.3%となっています。 

 

要支援・要介護認定率の比較【全国・兵庫県】 

 
注：平成 29 年のみ 5 月末現在 

資料：介護保険状況報告（各年 9 月月報） 
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②居宅サービス受給者数の推移 

居宅サービス受給者数は平成 28 年まで増加傾向にあり，その後，平成 29 年にかけ

て若干，減少して 3,493 人となっています。平成 25 年から居宅サービス受給者数の

増加率（前年比）は，年々低下しており，平成 26 年・5.4％，平成 27 年・3.6％，平

成 28 年・2.5%，平成 29 年では反転し－0.1%となっています。 

 要支援・要介護度別にみると，各年ともに要支援 1 が多く，平成 29 年では 918 人

です。 

居宅サービス受給者数の推移 

 

注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】） 

 

居宅サービス受給者割合を全国・兵庫県と比較すると，各年ともに全国・兵庫県よ

りも高い状況にあり，本市は居宅サービスの受給者が多い状況です。 

要支援・要介護認定者数に対する居宅サービス受給者割合の比較【全国・兵庫県】 
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注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】，認定者数は各年 9 月月報） 
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③地域密着型サービス受給者数の推移 

 地域密着型サービス受給者数は年々増加しており，平成 29 年で 657 人で，平成 25

年に比べて 87.2％増加しています。 

 

地域密着型サービス受給者数の推移 

 
注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

注：平成 27 年から平成 28 年にかけての増加の主な理由は，定員 18 名以下の通所介護が地域密着型サービス

に移行したため 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】） 

 

 地域密着型サービス受給者割合を全国・兵庫県と比較すると，各年ともに受給率が高

い状況です。 

 

要支援・要介護認定者数に対する地域密着型サービス受給割合の比較【全国・兵庫県】 
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注：平成 27 年から平成 28 年にかけての増加の主な理由は，定員 18 名以下の通所介護が地域密着型サー  

    ビスに移行したため 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】，認定者数は各年 9 月月報） 
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④施設サービス受給者数の推移 

  施設サービス受給者は横ばい傾向にあり，平成 28 年から平成 29 年にかけて増加

し，579 人となっています。 

 施設利用者のうち要介護 4・5 の重度利用者は平成 29 年で 327 人，施設利用者全

体の 56.5％であり，平成 25 年の 51.9％（582 人中 302 人）に比べて，重度の利

用者が増えている状況です。 

 

施設サービス受給者数の推移 

 

注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】） 
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 施設サービス受給者割合を全国・兵庫県と比較すると，各年ともに全国・兵庫県より

も低い状況です。 

 

要支援・要介護認定者数に対する施設サービス受給割合の比較【全国・兵庫県】 

 

注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】，認定者数は各年 9 月月報） 

 

 介護保険 3 施設別に利用状況をみると，平成 29 年では，介護老人福祉施設が 305

人，介護老人保健施設が 266 人，介護療養型医療施設が 9 人となっています。 

 

介護保険３施設別の受給者数の推移 

 

注：平成 29 年のみ 5 月月報【3 月利用分】 

資料：介護保険状況報告（受給者数は各年 11 月月報【9 月利用分】） 

12 .8 

12 .1 
11 .8 

11 .4 11 .6 

14.0 
13.5 

13.2 13.0 12.9 

15.5 
15.0 14.8 14.7 14.7 

10%

15%

20%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

芦屋市 兵庫県 全国

292 294 291 285 305

277 265 274 274 266

13 16 15 12 9

0人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

700人

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介護老人福祉施設
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２ アンケート調査結果にみる高齢者等のニーズ 
 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

①外出の頻度 

 一般高齢者は，「週 5 回以上」が 46.0%で最も多くなっています。要支援認定者は，

「週 2～4 回」が最も多くなっています。 

 

一般高齢者について，年齢別にみると，年齢が高くなるほど「週５回以上」と回答し

た人が減少しています。ほぼ毎日（「週５回以上」），外出する人は，75 歳以上で５割

未満となっています。 

■年齢別（一般高齢者） 

 

  

2.2

7.0

41.0

46.0

3.9

13.6

24.8

46.3

9.4

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど外出しない

週１回

週2～4回

週5回以上

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

2.2

0.4

1.4

0.8

5.8

9.3

7.0

5.2

5.5

7.3

8.3

17.1

41.0

34.4

38.9

48.0

51.7

38.0

46.0

56.8

51.7

42.3

27.7

23.3

3.9

3.2

2.6

1.6

6.6

12.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

ほとんど外出しない 週１回 週2～4回 週5回以上 不明・無回答
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②日常生活の中での楽しみ 

一般高齢者は，「買い物」が

47.3%で最も多く，次いで「趣味

の活動」が 46.0%，「旅行」が

43.2%となっています。 

要支援認定者は，「孫など家族と

会ったりすること」が 36.9%で最

も多く，次いで「買い物」が

31.9%，「趣味の活動」が 27.6%

となっています。 

 

 

 

一般高齢者について，年齢別にみ

ると，どの年齢区分も「趣味の活

動」「旅行」「買い物」「孫などと会

ったりすること」が上位を占めています。 

また，年齢が上がるほど，「働くこと」と回答した人が少なくなっています。 

 

■年齢別（一般高齢者） 

単位：% 

 

  

23.0 

24.0 

28.0 

46.0 

7.3 

4.4 

5.1 

43.2 

47.3 

39.6 

10.4 

3.8 

3.2 

5.7 

12.5 

7.7 

27.6 

4.1 

7.1 

3.9 

14.4 

31.9 

36.9 

17.1 

14.4 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働くこと

学習や教養を高めるための活動

スポーツ

趣味の活動

ボランティア活動

老人クラブ活動

自治会・町内会の活動

旅行

買い物

孫など家族と会ったりすること

その他

特にない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

合
計

働
く
こ
と

学
習
や
教
養
を
高
め
る

た
め
の
活
動

ス
ポ
ー

ツ

趣
味
の
活
動

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

老
人
ク
ラ
ブ
活
動

自
治
会
・
町
内
会
の
活

動

旅
行

買
い
物

孫
な
ど
家
族
と
会
っ

た

り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

不
明
・
無
回
答

全体 1,760 23.0 24.0 28.0 46.0 7.3 4.4 5.1 43.2 47.3 39.6 10.4 3.8 3.2

65～69歳 556 28.1 21.8 28.1 47.1 6.8 1.6 3.6 47.7 48.0 40.3 9.5 3.8 2.7

70～74歳 422 24.2 28.2 31.3 48.1 7.1 4.3 5.5 47.4 45.5 41.9 8.5 3.3 2.8

75～79歳 369 22.5 26.8 31.2 49.9 10.8 4.3 6.5 44.4 46.1 37.9 11.4 2.4 1.1

80～84歳 242 12.8 21.9 23.1 43.8 5.8 8.7 3.7 37.2 55.4 38.4 11.6 3.3 5.8

85歳以上 129 15.5 18.6 17.8 32.6 4.7 10.9 10.1 22.5 40.3 39.5 13.2 9.3 7.8
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③就労について 

(1)就労状況 

一般高齢者は，「は

い」（「就労している」）

が 29.0%となっていま

す。 

前回調査では，調査

対象年齢が 60 歳以上と

異なるため単純比較できませんが，就労状況は大きくは変わっていません（前回調

査，一般高齢者 29.8%）。 

 

(2)今後の就労意向 

（仕事をしていない方） 

一般高齢者，要支援認定

者ともに，「いいえ」（就労

したくない）が約７割半ば

から８割となっています。 

 

(3)働き方で重視する条件 

 （「現在，収入のある仕事をしている方」，「今後，収入のある仕事をしたい方」） 

一般高齢者，要支援認定者ともに，「自分の体力に合った仕事」，「経験，知識を生

かせる仕事」が約４割から５割いて，多くなっています。 

 

 

   

50.8

33.8

51.5

19.3

2.8

42.9

9.1

48.1

22.1

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経験，知識を生かせる仕事

労働時間を選べる仕事

自分の体力に合った仕事

収入

その他

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝715）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝77）

29.0

67.7

3.4

4.1

87.7

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

17.2

75.9

6.9

9.7

77.9

12.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,191）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝534）
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一般高齢者について，性別にみると，男性では「経験，知識を生かせる仕事」，女

性では「自分の体力に合った仕事」が最も多くなっています。 

年齢別にみると，65～69 歳では「経験，知識を生かせる仕事」，70～79 歳では

「自分の体力に合った仕事」が最も多くなっています。 

 

■性別，及び年齢別（一般高齢者） 

単位：% 

 

 

  

合
計

経
験
，
知
識

を
生
か

せ
る
仕
事

労
働
時
間
を

選
べ
る

仕
事

自
分
の
体
力

に
合
っ

た
仕
事

収
入

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

全体 715 50.8 33.8 51.5 19.3 2.8 1.7 12.0

男性 418 57.9 28.2 45.7 18.9 2.4 1.4 11.7

女性 292 40.8 42.1 59.9 19.5 3.4 2.1 12.7

65～69歳 299 56.5 41.5 54.5 23.4 1.0 1.3 7.7

70～74歳 181 45.9 36.5 55.2 21.5 1.1 1.7 9.4

75～79歳 139 49.6 22.3 50.4 10.8 5.8 1.4 16.5

80～84歳 52 36.5 19.2 36.5 9.6 5.8 3.8 28.8

85歳以上 24 50.0 20.8 33.3 12.5 8.3 4.2 20.8

性別

年齢
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④高齢者向け催し物やサービス提供に関する情報の入手先 

一般高齢者，要支援認定者ともに，「市の広報紙」が最も多く，次いで「新聞（タ

ウン誌を含む）」続いています。 

 

 

11.8

22.4

19.8

4.0

8.6

32.4

55.8

15.6

1.9

0.9

1.6

6.0

3.4

1.4

1.5

14.7

7.2

12.0 

15.1 

19.4 

4.1 

2.0 

24.5 

36.0 

13.0 

2.5 

18.9 

4.9 

6.4 

4.4 

6.6 

1.1 

11.0 

15.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族

友人・隣人

テレビ

ラジオ

インターネット

新聞（タウン誌を含む）

市の広報紙

自治会の案内

高齢者向け雑誌，出版物

ケアマネジャー・ホームヘルパー

主治医（かかりつけ医）

公的施設（保健福祉センターなど）

市役所

高齢者生活支援センター

その他

特にない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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⑤地域活動について 

(1)地域づくり活動への参加状況 

一般高齢者，要支援認定者ともに，どの会・グループも「参加していない」が最も多

く，約４割半ばから６割程度を占めています。 

 

〔一般高齢者〕 

 

 

 

〔要支援認定者〕 

 

9.7 

24.8 

31.3 

13.8 

5.9 

17.1 

19.3 

60.6

49.9

44.9

55.1

61.3

52.3

51.4

29.7

25.3

23.8

31.1

32.9

30.6

29.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

参加している 参加していない 不明・無回答n=1,760

5.3 

11.2 

19.2 

7.4 

10.8 

12.8 

2.3 

50.9

48.3

43.3

48.8

47.1

45.2

51.6

43.8

40.6

37.4

43.8

42.0

42.0

46.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

参加している 参加していない 不明・無回答n=609
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一般高齢者の地域活動について，地域別にみると，「スポーツ関係のグループ」「趣

味関係のグループ」「学習・教養サークル」「町内会・自治会」「収入のある仕事」では

「西山手」，「ボランティアのグループ」では「東山手」が最も多くなっています。「老

人クラブ」では「精道」が最も多くなっています。 

■地域別（一般高齢者） 

〔ボランティアのグループ〕 

 

 

〔スポーツ関係のグループ〕 

 

〔趣味関係のグループ〕 

 

 

〔学習・教養サークル〕 

 

〔老人クラブ〕 

 

 

〔町内会・自治会〕 

 

〔収入のある仕事〕 

 

 

 

 

  

9.7

9.8

10.5

9.8

8.8

60.6

58.8

61.0

59.5

63.9

29.7

31.5

28.4

30.7

27.3

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

24.8

29.1

27.2

22.5

21.7

49.9

44.5

49.0

51.3

53.7

25.3

26.4

23.8

26.2

24.6

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

31.3

35.0

30.4

30.9

30.2

44.9

38.0

47.8

44.7

48.4

23.8

27.0

21.8

24.4

21.4

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

13.8

19.6

15.2

10.9

12.0

55.1

47.8

55.1

56.4

59.4

31.1

32.6

29.7

32.6

28.6

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

5.9

6.5

4.7

7.1

4.8

61.3

57.3

64.0

60.1

63.9

32.9

36.2

31.4

32.8

31.3

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

17.1

19.0

15.2

17.0

17.4

52.3

49.0

54.9

51.3

54.5

30.6

32.0

29.9

31.7

28.1

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

19.3

20.5

18.4

19.0

19.8

51.4

47.5

54.2

51.1

52.4

29.4

32.0

27.5

29.9

27.8

0% 50% 100%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答
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一般高齢者の地域活動について，年齢別にみると，「収入のある仕事」を除き，70～

79 歳を中心に「参加している」が多くなっています。 

■年齢別（一般高齢者） 

〔ボランティアのグループ〕 

 

 

〔スポーツ関係のグループ〕 

 

〔趣味関係のグループ〕 

 

 

〔学習・教養サークル〕 

 

〔老人クラブ〕 

 

 

〔町内会・自治会〕 

 

〔収入のある仕事〕 

 

 

 

9.7

11.2

8.5

14.6

5.4

3.1

60.6

69.4

63.5

56.1

52.1

44.2

29.7

19.4

28.0

29.3

42.6

52.7

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

24.8

23.9

30.1

26.0

20.7

16.3

49.9

58.6

47.6

47.7

44.6

38.8

25.3

17.4

22.3

26.3

34.7

45.0

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

31.3

27.7

34.8

38.5

30.2

22.5

44.9

54.5

43.4

39.3

38.0

38.8

23.8

17.8

21.8

22.2

31.8

38.8

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

13.8

13.7

15.9

17.6

9.1

7.8

55.1

65.3

54.7

50.9

47.1

40.3

31.1

21.0

29.4

31.4

43.8

51.9

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

5.9

1.3

4.7

10.3

9.5

11.6

61.3

74.6

62.8

56.4

47.5

41.1

32.9

24.1

32.5

33.3

43.0

47.3

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

17.1

18.0

19.4

20.1

10.7

11.6

52.3

61.3

52.6

49.1

44.6

37.2

30.6

20.7

28.0

30.9

44.6

51.2

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答

19.3

29.7

19.9

16.8

5.4

7.0

51.4

52.9

53.6

53.1

48.3

41.1

29.4

17.4

26.5

30.1

46.3

51.9

0% 50% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

参加している 参加していない 不明・無回答不明・無回答
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 前回調査と比べて，本調査では「スポーツ関係」，「趣味関係」，「学習・教養」の回答

割合が 10 ポイント以上，増加しています。 

 本調査では，前回調査にあった「健康づくり活動や介護予防活動」がなく，前回調査

で「健康づくり活動や介護予防活動」を回答した層が本調査の「スポーツ関係」を回答

したと仮定しても，10 ポイント増加しています。 

 

■経年変化 

 

〔本調査〕 

 

注 1：本設問は元々，「区分」の項目ごとの単数回答であるが，前回調査と比較するため，複数回答とし

て処理している。処理内容は，「区分」の項目ごとの活動に参加している人を合算し，母数に対する

割合を算出した。 

注 2：「参加していない」の回答割合の経年変化の比較はできない。理由は，「参加していない」以外の

選択肢が異なるため，「参加していない」の回答の意味内容が変わるからである。 

 

〔前回調査〕 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

ボランティア (n=170)

スポーツ関係 (n=437)

趣味関係 (n=550)

学習・教養 (n=243)

老人クラブ (n=103)

町内会・自治会 (n=301)

収入のある仕事 (n=339)

参加していない (n=459)

不明・無回答 (n=217)

　　　　　　　全体 (n=1,760)

9.7

24.8

31.3

13.8

5.9

17.1

19.3

26.1

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

ボランティア (n=169)

スポーツ関係 (n=229)

趣味関係 (n=379)

老人クラブ (n=122)

町内会・自治会 (n=290)

学習・教養サークル (n=134)

健康づくり活動や介護予防活動 (n=69)

その他の団体や会 (n=142)

していない (n=1,056)

不明・無回答 (n=81)

　　　　　　　全体 (n=2,002)

8.4

11.4

18.9

6.1

14.5

6.7

3.4

7.1

52.7

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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(2)地域の人に対してできる支援 

一般高齢者は，「声掛け，

見 守 り ， 安 否 確 認 」 が

32.8%で最も多く，次いで

「特にない」が 31.9%，「話

し 相 手 ， 相 談 相 手 」 が

31.0%となっています。

「声掛け，見守り，安否確

認」や「話し相手，相談相

手」について，高齢者の社

会参加・支え合い体制づく

りの社会資源となりうる人

が約３割いることがうかが

えます。 

要支援認定者は，「特にな

い」が 47.8%で最も多く，次いで「話し相手，相談相手」が 20.9%，「声掛け，見守

り，安否確認」が 12.3%となっています。 

 

(3)地域づくり活動への参加意向 

一般高齢者は，「是非参加したい」と「参加してもよい」と合わせて 59.7%，要支援

認定者は，「是非参加したい」と「参加してもよい」と合わせて 37.4%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者において，性別にみると，男女ともに，「参加してもよい｣が約５割とな

っています。 

年齢別にみると，いずれの年齢も「参加してもよい｣が約４～５割となっています。 

地域別にみると，いずれの地域も「参加してもよい｣が約５割となっています。 

31.0

32.8

18.3

6.1

17.4

5.7

3.0

31.9

10.2

20.9

12.3

4.4

0.7

6.9

3.3

2.8

47.8

19.0

0% 50% 100%

話し相手，相談相手

声掛け，見守り，安否確認

買い物やごみ出しの手伝い

子育ての手伝い（送迎，見守り等）

緊急時の看病や救急車を呼ぶなどの手助け

健康づくり活動や介護予防につながる活動

その他

特にない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）

6.8

52.9

30.1

10.2

3.4

34.0

40.1

22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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■男女別，年齢別，及び地域別（一般高齢者） 

 

 

要支援認定者において，性別にみると，男女ともに，「参加してもよい」が「参加し

たくない」を下回っています。年齢別にみると，79 歳以下は「参加してもよい｣，80

歳以上は「参加したくない」が多くなっています。地域別にみると，潮見は「参加して

もよい」が「参加したくない」を上回っています。 

 

■男女別，年齢別，及び地域別（要支援認定者） 

 

6.8

5.0

8.2

6.3

7.1

7.6

7.0

6.2

7.4

7.8

6.6

5.3

52.9

53.7

52.6

57.6

56.4

53.1

45.9

40.3

51.6

50.2

55.5

53.2

30.1

32.2

28.2

28.2

27.0

31.2

32.2

37.2

27.9

32.6

27.8

32.6

10.2

9.1

11.0

7.9

9.5

8.1

14.9

16.3

13.1

9.3

10.1

8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

男性（799人）

女性（947人）

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 不明・無回答

3.4

2.9

3.7

0.0

2.7

5.2

4.3

2.3

2.4

2.5

3.1

5.3

34.0

31.1

34.9

60.0

45.9

41.6

36.8

26.4

33.6

28.7

33.8

36.8

40.1

48.1

37.5

20.0

32.4

33.8

38.9

48.3

45.6

49.2

37.4

34.9

22.5

18.0

23.9

20.0

18.9

19.5

20.0

23.0

18.4

19.7

25.6

23.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(609人)

男性（206人）

女性（381人）

65～69歳(15人)

70～74歳(37人)

75～79歳(77人)

80～84歳(185人)

85歳以上(261人)

西山手(125人)

東山手(122人)

精道(195人)

潮見(152人)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 不明・無回答



 

34 

(4)地域づくり活動の企画・運営への参加意向 

 

一般高齢者は，「是非参加したい」と「参加してもよい」と合わせて 36.1%，要支

援認定者は，「是非参加したい」と「参加してもよい」と合わせて 19.0%となってい

ます。地域づくり活動の企画・運営（お世話役）として，高齢者の社会参加・支え合い

体制づくりの社会資源となりうる人が約２割から３割いることがうかがえます。 

 

一般高齢者において，性別にみると，男女ともに，「参加してもよい｣が約３～４割

となっています。年齢別にみると，いずれの年齢も「参加してもよい｣が約２～３割と

なっており，年齢が低いほど多くなっています。地域別にみると，いずれの地域も「参

加してもよい｣が約３割となっています。 

 

■男女別，年齢別，及び地域別（一般高齢者） 

 

2.3

2.4

2.2

2.2

1.9

3.5

2.1

1.6

2.4

2.7

2.1

2.1

33.8

38.0

30.4

38.1

35.8

33.6

26.9

23.3

33.8

35.0

34.1

32.4

51.8

50.7

52.6

50.7

50.9

52.0

55.0

52.7

49.0

48.8

52.3

56.4

12.1

8.9

14.8

9.0

11.4

10.8

16.1

22.5

14.8

13.5

11.6

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

男性（799人）

女性（947人）

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 不明・無回答

2.3

33.8

51.8

12.1

1.3

17.7

55.8

25.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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要支援認定者において，性別にみると，男女ともに，「参加してもよい｣が約１～２

となっています。 

年齢別にみると，69 歳以下は「参加してもよい｣，70 歳以上は「参加したくない」

が多くなっています。 

地域別にみると，いずれの地域も「参加してもよい｣が約１～２割となっています。 

 

■男女別，年齢別，及び地域別（要支援認定者） 

 

 

 

1.3

2.4

0.8

0.0

0.0

1.3

2.7

0.8

0.0

1.6

2.1

1.3

17.7

22.8

14.2

53.3

27.0

16.9

18.4

13.0

16.8

11.5

15.4

24.3

55.8

55.8

57.0

26.7

51.4

55.8

53.5

63.2

59.2

63.1

55.9

50.0

25.1

18.9

28.1

20.0

21.6

26.0

25.4

23.0

24.0

23.8

26.7

24.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(609人)

男性（206人）

女性（381人）

65～69歳(15人)

70～74歳(37人)

75～79歳(77人)

80～84歳(185人)

85歳以上(261人)

西山手(125人)

東山手(122人)

精道(195人)

潮見(152人)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 不明・無回答
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(5)何かあったときに相談する

相手 

一般高齢者は，「家族」が 83.8%で

最も多く，次いで「友人・知人」が

49.2%，「医師・歯科医師・薬剤師・

看護師」が 25.5%となっています。 

要支援認定者は，「家族」が 71.1%

で最も多く，次いで「ケアマネジャ

ー」が 34.2%，「医師・歯科医師・薬

剤師・看護師」が 30.0%となってい

ます。 

一般高齢者において，構成別にみ

ると，「１人暮らし」では「家族など

と同居」と比べて，「友人・知人」を

相談相手としている人が多くなって

います。「家族などと同居」では「家族」が多くなっています。 

 

■家族構成別（一般高齢者） 

単位：% 

 

合
計

家
族

友
人
・
知

人

近
所
の
人

自
治
会
・

町
内
会
・

老
人
ク
ラ

ブ

社
会
福
祉

協
議
会
・

民
生
委
員

ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ

ー

医
師
・
歯

科
医
師
・

薬
剤
師
・

看
護
師

高
齢
者
生

活
支
援
セ

ン
タ
ー

・

市
役
所

そ
の
他

相
談
す
る

相
手
は
い

な
い

不
明
・
無

回
答

全体
1,760 83.8 49.2 7.9 2.5 2.9 2.8 25.5 6.4 2.6 2.3 3.2

1人暮らし
327 54.1 57.8 12.5 2.8 4.3 2.1 23.9 8.3 6.4 6.1 4.0

家族などと
同居 1,398 90.7 47.5 6.9 2.5 2.6 2.9 25.8 6.1 1.8 1.4 3.1

83.8

49.2

7.9

2.5

2.9

2.8

25.5

6.4

2.6

2.3

3.2

71.1 

26.4 

9.9 

3.3 

4.9 

34.2 

30.0 

12.2 

3.4 

2.1 

8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族

友人・知人

近所の人

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・薬剤師・看護師

高齢者生活支援センター・市役所

その他

相談する相手はいない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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(6)現在の健康状態 

一般高齢者は，「まあよい」が 68.2%で最も多く，次いで「とてもよい」が 14.2%，

「あまりよくない」が 12.2%となっています。 

要支援認定者は，「まあよい」が 41.1%で最も多く，次いで「あまりよくない」が

38.6%，「よくない」が 11.0%となっています。 

 

 

要支援認定者において，年齢別にみると，70 歳以上ではよいと感じている人（「よ

い」と「まあよい｣の合計）が増加する傾向にあります。 

 

■年齢別（要支援認定者） 

 

 

 

14.2

68.2

12.2

2.2

3.2

1.3

41.1

38.6

11.0

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）

1.3

0.0

0.0

1.3

1.6

1.1

41.1

40.0

24.3

31.2

40.0

46.7

38.6

33.3

56.8

48.1

37.8

34.9

11.0

20.0

8.1

13.0

11.9

10.3

8.0

6.7

10.8

6.5

8.6

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(609人)

65～69歳(15人)

70～74歳(37人)

75～79歳(77人)

80～84歳(185人)

85歳以上(261人)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 不明・無回答
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⑦かかりつけ医師・歯科医師・薬剤師の有無 

一般高齢者，要支援認定者は，「かかりつけ医師がいる」は８割以上，「かかりつけ歯

科医師がいる」は約５割半ばから６割います。 

 

 

 

⑧将来，介護を受ける場所への意向 

一般高齢者は，「現在の居宅」が 52.9%で最も多く，次いで「サービス付き高齢者

向け住宅」が 9.9%，「特別養護老人ホーム」が 9.4%となっています。 

要支援認定者は，「現在の居宅」が 49.9%で最も多く，次いで「特別養護老人ホー

ム」が 9.5%，「長期入院ができる病院」が 7.2%となっています。 

 

 

 

  

80.5

60.1

17.2

8.4

2.4

87.8

54.8

28.1

2.6

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かかりつけ医師がいる

かかりつけ歯科医師がいる

かかりつけ薬剤師がいる

決めていない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）

52.9

1.0

9.4

5.5

9.9

5.9

1.8

13.8

49.9 

1.3 

9.5 

5.3 

5.4 

7.2 

2.0 

19.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の居宅

別居している子どもや親類宅

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

長期入院ができる病院

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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一般高齢者において，家族構成別にみると，いずれの家族構成おいても，「現在の居

宅｣が４～６割となっています。 

 

■家族構成別（一般高齢者） 

 

 

一般高齢者において，年齢別にみると，いずれの年齢も，「現在の居宅｣が約５割とな

っています。 

次いで，79 歳以下では「サービス付き高齢者向け住宅」，80～84 歳では「特別養

護老人ホーム」，85 歳以上では「長期入院ができる病院」となっています。 

 

■年齢別（一般高齢者） 

 

52.9

46.8

53.0

55.4

58.8

55.7

1.0

1.2

0.8

0.0

0.8

1.4

9.4

10.7

9.2

7.2

9.2

9.9

5.5

5.2

6.3

4.8

4.2

5.0

9.9

14.4

9.8

9.6

7.1

7.8

5.9

6.1

4.7

8.4

8.0

6.4

1.8

2.1

1.9

2.4

1.3

1.4

13.8

13.5

14.5

12.0

10.5

12.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

1人暮らし(327人)

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)（795人）

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)（83人）

息子・娘との2世帯（238人）

その他（282人）

現在の居宅 別居している子どもや親類宅
特別養護老人ホーム 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅 長期入院ができる病院
その他 不明・無回答

52.9

52.0

51.9

52.0

57.9

56.6

1.0

1.1

1.7

0.3

0.8

0.8

9.4

10.6

11.6

7.3

7.4

6.2

5.5

7.0

5.9

4.6

4.1

3.1

9.9

11.2

11.8

10.6

6.6

4.7

5.9

3.6

4.7

8.4

6.2

8.5

1.8

2.9

1.4

1.1

1.2

0.0

13.8

11.7

10.9

15.7

15.7

20.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

現在の居宅 別居している子どもや親類宅

特別養護老人ホーム 有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅 長期入院ができる病院

その他 不明・無回答
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要支援認定者において，家族構成別にみると，いずれの家族構成おいても，「現在の

居宅｣が約５～６割となっています。 

 

■家族構成別（要支援認定者） 

 

 

⑨介護の経験について 

(1)介護経験の有無 

一般高齢者，要支援認定者ともに，「はい」（介護をしたことがある）が約４割となっ

ています。 

一般高齢者について，年齢別にみると，いずれの年代においても，「はい｣（介護をし

たことがある）が約４～５割となっています。 

     

 

 

 

 

49.9

50.0

47.7

0.0

56.3

54.0

1.3

2.6

1.0

0.0

0.0

9.5

9.9

12.6

6.9

6.0

5.3

4.3

6.5

8.0

4.0

5.4

5.6

7.0

3.4

4.0

7.2

7.8

4.5

8.0

6.0

2.0

1.7

1.5

2.3

6.0

19.4

18.1

19.1

100.0

14.9

20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(609人)

1人暮らし(232人)

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)（199人）

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)（3人）

息子・娘との2世帯（87人）

その他（50人）

現在の居宅 別居している子どもや親類宅
特別養護老人ホーム 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅 長期入院ができる病院
その他 不明・無回答

47.2

48.0

4.8

42.5

39.9

17.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝609）
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一般高齢者において，年齢別にみると，74 歳以下では，「はい」が「いいえ」より上回

っています。 

要支援認定者において，年齢別にみると，65～79 歳まで，「はい｣が上昇する傾向

にあります。 

 

■年齢別（一般高齢者） 

 

■年齢別（要支援認定者） 

 

47.2

50.9

49.1

43.6

44.2

37.2

48.0

45.9

48.8

52.3

48.3

48.1

4.8

3.2

2.1

4.1

7.4

14.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)

はい いいえ 不明・無回答

42.5

33.3

40.5

44.2

43.8

42.9

39.9

60.0

45.9

44.2

34.6

42.1

17.6

6.7

13.5

11.7

21.6

14.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(609人)

65～69歳(15人)

70～74歳(37人)

75～79歳(77人)

80～84歳(185人)

85歳以上(261人)

はい いいえ 不明・無回答
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(2)誰の介護をしたか(現在している場合も含む) 

 （介護経験のある方） 

一般高齢者は，「親」が 76.1%で最も多く，次いで「配偶者」が 22.3%，「兄弟・

姉妹」が 5.9%となっています。 

要支援認定者は，「配偶者」が 58.3%で最も多く，次いで「親」が 49.8%，「兄弟・

姉妹」が 4.2%となっています。 

 

 

 

(3)介護離職の状況 

 （介護経験のある方） 

一般高齢者は，「仕事を続けた」が 37.3%で最も多く，次いで「その他」が 28.9%，

「仕事を辞めた」が 8.3%となっています。要支援認定者は，「その他」が 40.5%で最

も多く，次いで「仕事を続けた」が 14.7%，「仕事を辞めた」が 5.4%となっています。 

 

76.1

22.3

5.9

1.1

5.8

0.7

49.8 

58.3 

4.2 

1.2 

3.5 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親

配偶者

兄弟・姉妹

子

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝831）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝259）

8.3

37.3

28.9

25.5

5.4 

14.7 

40.5 

39.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事を辞めた

仕事を続けた

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝831）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝259）
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（２）在宅介護実態調査 

Ａ票（要支援・要介護認定者）                           

 

①世帯類型  

「単身世帯」が 33.8%で最も多く，次いで「夫婦のみ世帯」が 30.9%，「その他」

が 30.1%となっています。 

 

 

②訪問診療の利用状況 

「利用していない」が 74.2%，「利用している」が 21.5%となっています。 

 

 

要介護度別にみると，要介護度が上がるほど「利用している」が上昇する傾向にあ

ります。 

■年齢別（一般高齢者） 

 

 

  

　　　　　　　区分

単身世帯 (n=433)

夫婦のみ世帯 (n=396)

その他 (n=386)

不明・無回答 (n=66)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

33.8

30.9

30.1

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

利用している (n=275)

利用していない (n=951)

不明・無回答 (n=55)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

21.5

74.2

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21.5

11.6

17.5

20.6

24.1

31.9

41.7

67.2

74.2

84.2

77.3

74.9

75.0

61.7

52.8

31.0

4.3

4.2

5.2

4.5

0.9

6.4

5.6

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,281人）

要支援1（455人）

要支援2（211人）

要介護1（267人）

要介護2（112人）

要介護3（94人）

要介護4（72人）

要介護5（58人）

利用している 利用していない 不明・無回答
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③施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 72.4%で最も多く，次いで「入所・入居を検討

している」が 15.7%，「すでに入所・入居申し込みをしている」が 5.0%となってい

ます。 

 

 

④介護保険サービスの利用状況 

「利用している」が 64.7%，「利用していない」が 26.3%となっています。 

 

 

⑤在宅生活継続に必要と感じる支援・サービス 

「掃除・洗濯」が 26.8%で最も多く，次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー

等）」が 26.6%，「外出同行（通院，買い物など）」が 24.9%となっています。 

　　　　　　　区分

入所・入居は検討していない (n=928)

入所・入居を検討している (n=201)

すでに入所・入居申し込みをしている (n=64)

不明・無回答 (n=88)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

72.4

15.7

5.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

利用している (n=829)

利用していない (n=337)

不明・無回答 (n=115)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

64.7

26.3

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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要介護度別にみると，要介護度が上がるほど「掃除・洗濯」が低下し，「移送サービ

ス」がおおむね上昇する傾向にあります。 

■要介護度別 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

配食 (n=222)

調理 (n=172)

掃除・洗濯 (n=343)

買い物（宅配は含まない） (n=199)

ゴミ出し (n=205)

外出同行（通院，買い物など） (n=319)

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） (n=341)

見守り，声かけ (n=189)

サロンなどの定期的な通いの場 (n=100)

その他 (n=73)

特になし (n=225)

不明・無回答 (n=247)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

17.3

13.4

26.8

15.5

16.0

24.9

26.6

14.8

7.8

5.7

17.6

19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合

計

配

食

調

理

掃

除
・

洗

濯

買

い
物
（

宅
配

は

含

ま
な

い
）

ゴ

ミ
出

し

外

出
同

行
（

通

院

，

買
い

物

な

ど
）

移
送
サ
ー

ビ
ス
（

介
護
・
福
祉
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ

等
）

見

守
り

，

声
か

け

サ

ロ
ン

な

ど
の

定

期

的
な

通

い

の
場

そ

の
他

特

に
な

し

不

明
・

無

回
答

全体 1,281 17.3 13.4 26.8 15.5 16.0 24.9 26.6 14.8 7.8 5.7 17.6 19.3

要支援1 455 16.3 13.8 35.4 15.8 19.3 18.9 20.4 12.5 7.7 5.1 16.0 19.1

要支援2 211 16.1 16.6 28.0 18.5 20.4 29.4 24.2 9.5 8.1 4.3 17.1 22.7

要介護1 267 18.0 14.2 22.1 16.9 14.2 31.8 27.7 17.6 9.4 3.7 22.8 13.9

要介護2 112 28.6 14.3 22.3 16.1 15.2 33.0 29.5 18.8 6.3 12.5 13.4 21.4

要介護3 94 20.2 7.4 19.1 16.0 10.6 24.5 39.4 20.2 12.8 7.4 13.8 17.0

要介護4 72 8.3 9.7 13.9 5.6 6.9 19.4 40.3 18.1 1.4 4.2 20.8 26.4

要介護5 58 13.8 10.3 12.1 6.9 5.2 17.2 36.2 19.0 3.4 12.1 19.0 19.0
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⑥今後のサービス利用意向 

「訪問介護や訪問看護などの在宅サービス」が 57.5%で最も多く，次いで「緊急時

に利用できる在宅介護サービス」が 55.7%，「状態が悪化したときなどに緊急で入れ

る施設」が 51.4%となっています。前回調査と上位５位を比較すると，サービス利用

意向の状況は大きく変わっていません。 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

訪問介護や訪問看護などの在宅サービス (n=737)

緊急時に利用できる在宅介護サービス (n=714)

夜間に定期的に巡回してくれるサービス (n=224)

在宅介護に適した住宅の改修 (n=185)

介護する家族のための健康管理 (n=245)

介護する家族のための専門的な介護研修 (n=110)

介護する家族のための相談窓口の設置 (n=310)

在宅で介護するための補助用品の支給 (n=381)

ショートステイなどの宿泊サービス，デイサービス

などの通所サービス
(n=397)

「通い（デイサービス）」「訪問（訪問介護）」「泊り（ショ ートステイ）」が一

体的に提供されるサービス（小規模多機能型のサービス）
(n=398)

有料老人ホームなどの居住施設 (n=164)

状態が悪化したときなどに緊急で入れる施設 (n=658)

認知症専門の通所サービス (n=113)

認知症専門の共同生活介護サービス（グループ

ホーム）
(n=94)

在宅で受けられる医療サービス (n=649)

認知症専門の診療 (n=135)

24時間対応できる病院，診療所 (n=579)

買い物を支援するサービス (n=302)

通院を支援するサービス (n=437)

食事を配達するサービス (n=330)

介護保険外のサービス（家事援助，身の回りの世

話など）
(n=364)

地域住民の助け合いや見守り（徘徊の発見，通報

など）
(n=177)

その他 (n=28)

わからない (n=11)

不明・無回答 (n=106)

　　　　　　　全体 (n=1,281)

在

宅
で

受

け

ら

れ

る
サ
ー

ビ

ス

入

所
・

通

所

の

サ
ー

ビ

ス

医

療
サ
ー

ビ

ス

そ

の
他

の

サ
ー

ビ

ス

57.5 

55.7 

17.5 

14.4 

19.1 

8.6 

24.2 

29.7 

31.0 

31.1 

12.8 

51.4 

8.8 

7.3 

50.7 

10.5 

45.2 

23.6 

34.1 

25.8 

28.4 

13.8 

2.2 

0.9 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（前回調査 55.3） 

（前回調査 54.8） 

（前回調査 44.9） 

（前回調査 43.2） 

（前回調査 40.2） 
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Ｂ票（介護者）                                  

①介護者の続柄 

「子」が 51.9%で最も多く，次いで「配偶者」が 28.5%，「子の配偶者」が 7.5%

となっています。 

 

 

②介護の内容 

「その他の家事（掃除，洗濯，買い物等）」が 75.2%で最も多く，次いで「外出の

付き添い，送迎等」が 70.7%，「食事の準備（調理等）」が 68.6%となっています。 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

配偶者 (n=218)

子 (n=397)

子の配偶者 (n=57)

孫 (n=3)

兄弟・姉妹 (n=19)

その他 (n=25)

不明・無回答 (n=46)

　　　　　　　全体 (n=765)

28.5

51.9

7.5

0.4

2.5

3.3

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

日中の排泄 (n=135)

夜間の排泄 (n=104)

食事の介助（食べる時） (n=157)

入浴・洗身 (n=184)

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） (n=196)

衣服の着脱 (n=240)

屋内の移乗・移動 (n=171)

外出の付き添い，送迎等 (n=541)

服薬 (n=333)

認知症状への対応 (n=146)

医療面での対応（経管栄養，ストーマ等） (n=105)

食事の準備（調理等） (n=525)

その他の家事（掃除，洗濯，買い物等） (n=575)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き (n=523)

その他 (n=73)

わからない (n=3)

不明・無回答 (n=26)

　　　　　　　全体 (n=765)

身

体
介

護

生

活
援

助

そ

の
他

17.6

13.6

20.5

24.1

25.6

31.4

22.4

70.7

43.5

19.1

13.7

68.6

75.2

68.4

9.5

0.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③介護を理由とした離職状況（過去１年間） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 49.7%で最も多く，次いで「主

な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が 6.9%，「わからない」が 3.0%となっています。 

 

 

④不安を感じる介護等 

「外出の付き添い，送迎等」が 32.0%で最も多く，次いで「その他の家事（掃除，

洗濯，買い物等）」が 28.0%，「食事の準備（調理等）」が 27.2%となっています。 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） (n=53)

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞
めた（転職除く）

(n=8)

主な介護者が転職した (n=11)

主な介護者以外の家族・親族が転職した (n=6)

介護のために仕事を辞めた家族・親族は
いない

(n=380)

わからない (n=23)

不明・無回答 (n=288)

　　　　　　　全体 (n=765)

6.9

1.0

1.4

0.8

49.7

3.0

37.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

日中の排泄 (n=135)

夜間の排泄 (n=195)

食事の介助（食べる時） (n=64)

入浴・洗身 (n=194)

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） (n=43)

衣服の着脱 (n=64)

屋内の移乗・移動 (n=99)

外出の付き添い，送迎等 (n=245)

服薬 (n=101)

認知症状への対応 (n=183)

医療面での対応（経管栄養，ストーマ等） (n=61)

食事の準備（調理等） (n=208)

その他の家事（掃除，洗濯，買い物等） (n=214)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き (n=182)

その他 (n=83)

不安に感じていることは，特にない (n=35)

主な介護者に確認しないと，わからない (n=21)

不明・無回答 (n=86)

　　　　　　　全体 (n=765)

身

体
介

護

生

活
援

助

そ

の
他

17.6

25.5

8.4

25.4

5.6

8.4

12.9

32.0

13.2

23.9

8.0

27.2

28.0

23.8

10.8

4.6

2.7

11.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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要支援１・２では「その他の家事（掃除，洗濯，買い物等）」（33.2%），要介護１・

２では「外出の付き添い，送迎等」（27.8%），要介護３以上では「夜間の排泄」（30.9%）

に係る介護者不安が大きくなっています。 

 

■要介護度別 

 

 

  

7.9%

13.6%

2.6%

21.5%

2.6%

3.8%

9.8%

32.8%

7.5%

14.0%

3.4%

26.0%

33.2%

22.3%

7.2%

6.0%

6.0%

22.6%

25.8%

7.3%

22.6%

3.6%

6.5%

11.7%

27.8%

15.3%

25.8%

6.0%

23.0%

18.1%

18.1%

8.9%

3.6%

2.0%

19.8%

30.9%

11.7%

22.2%

4.9%

6.8%

13.6%

20.4%

4.9%

26.5%

10.5%

14.2%

11.1%

9.9%

14.8%

6.2%

0.0%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要支援１・２(n=265) 要介護１・２(n=248) 要介護３以上(n=162)
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⑤必要と感じる地域での支援 

「フルタイム」または「パートタイム」で働いている方のうち「緊急時の支援体制」

が 58.0%で最も多く，次いで「少し困った時に手伝ってくれる人」が 40.3%，「24

時間対応の相談体制」が 19.1%となっています。 

 

⑥今後の介護離職の可能性 

（「フルタイム」または「パートタイム」で働いている方） 

「問題はあるが，何とか続けていける」が 60.1%で最も多く，次いで「問題なく，続

けていける」が 13.6%，「続けていくのは，やや難しい」が 8.1%となっています。 

 

 

■詳細分析 

「問題はあるが，何とか続けていける」を回答した人において，不安を感じる介護

等をみると，「夜間の排泄」（36.1%）や「入浴・洗身」（31.6%）が多くなっていま

す。「不安感じる介護等」の全体の回答（P.29）に比べ，「夜間の排泄」と「入浴・洗

身」の回答割合が高まっています。 

(複数回答)

　　　　　　　区分

24時間対応の相談体制 (n=146)

介護者同士の家族の会 (n=26)

緊急時の支援体制 (n=444)

いつでも誰かと話ができる場所 (n=51)

気軽に声をかけてくれる人 (n=70)

少し困った時に手伝ってくれる人 (n=308)

有償でサービスを提供してくれる団体 (n=120)

その他 (n=19)

特にない (n=56)

主な介護者に確認しないとわからない (n=23)

不明・無回答 (n=103)

　　　　　　　全体 (n=765)

19.1

3.4

58.0

6.7

9.2

40.3

15.7

2.5

7.3

3.0

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

問題なく，続けていける (n=35)

問題はあるが，何とか続けていける (n=155)

続けていくのは，やや難しい (n=21)

続けていくのは，かなり難しい (n=10)

主な介護者に確認しないと，わからない (n=16)

不明・無回答 (n=21)

　　　　　　　全体 (n=258)

13.6

60.1

8.1

3.9

6.2

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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また，「問題はあるが，何とか続けていける」を回答した人において，必要と感じる

地域での支援をみると，「緊急時の支援体制」（69.7%），「少し困った時に手伝ってく

れる人」（49.0%），「24 時間対応の相談体制」（27.1%）が多くなっています。「必要

と感じる地域での支援」の全体の回答割合（P.50，上段）に比べ，上位３は変わりま

せんが，それぞれ回答割合が高まっています。 

 

（３）各調査における共通設問 

①認知症施策として，市が力を入れるべきこと 

一般高齢者は，「医療・介護・地域が連携した早期発見・早期診断のしくみづくり」

が 64.0%で最も多く，次いで「困ったときに訪問して関係機関につないでくれる機関」

が 41.8%，「認知症グループホームや特別養護老人ホームなどの施設整備」が 34.0%

となっています。 

要支援認定者は，「医療・介護・地域が連携した早期発見・早期診断のしくみづくり」

が 55.8%で最も多く，次いで「困ったときに訪問して関係機関につないでくれる機関」

が 42.5%，「認知症グループホームや特別養護老人ホームなどの施設整備」が 30.0%

となっています。 

要支援・要介護認定者は，「困ったときに訪問して関係機関につないでくれる機関」

が 43.8%で最も多く，次いで「医療・介護・地域が連携した早期発見・早期診断のし

くみづくり」が 43.4%，「認知症グループホームや特別養護老人ホームなどの施設整

備」が 29.6%となっています。 
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64.0 

16.5 

6.6 

12.3 

15.2 

11.5 

34.0 

4.1 

4.4 

25.5 

8.4 

41.8 

2.1 

9.3 

55.8 

12.8 

6.9 

12.3 

15.1 

9.5 

30.0 

4.9 

4.4 

19.0 

7.4 

42.5 

2.5 

14.8 

43.4 

8.1 

6.4 

13.5 

15.8 

14.6 

29.6 

3.7 

5.2 

15.7 

8.4 

43.8 

2.2 

16.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療・介護・地域が連携した早期発見・早期

診断のしくみづくり

予防教室や講演会など市民に対する啓発

家族の交流会や相談会などの支援

認知症の介護・コミュニケーション方法等，家

族向け研修会の開催

認知症を見守るボランティアなどのしくみづく

り

徘徊行動などに対する福祉サービス制度の

充実

認知症グループホームや特別養護老人ホー

ムなどの施設整備

成年後見制度や虐待防止などの制度の充実

若年性認知症（64歳以下の発症）に対する支

援

地域で相談できる場所

関係機関のネットワークづくり

困ったときに訪問して関係機関につないでく

れる機関

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）



 

53 

②現在治療中，または後遺症のある病気 

一般高齢者は，「高血

圧」が 33.4%で最も多

く，次いで「目の病気」

が 19.4%，「ない」が

18.0% と な っ て い ま

す。 

要支援認定者は，「高

血圧」が 43.7%で最も

多く，次いで「筋骨格の

病気（骨粗しょう症，関

節症等）」が 29.4%，

「目の病気」が 25.1%

となっています。 

要支援・要介護認定

者 は ，「 高 血 圧 」 が

42.2%で最も多く，次

いで「筋骨格の病気（骨

粗 し ょ う 症 ， 関 節 症

等）」が 27.6%，「目の

病気」が 23.3%となっ

ています。 

  

18.0

33.4

2.6

9.5

11.0

13.8

3.9

5.9

7.9

11.8

2.6

5.6

1.8

1.3

0.3

0.2

19.4

5.7

9.4

6.0

4.3 

43.7 

7.6 

17.6 

12.8 

11.7 

6.9 

7.1 

10.7 

29.4 

13.0 

7.9 

3.8 

2.8 

3.8 

2.5 

25.1 

10.0 

12.2 

7.1 

3.2 

42.2 

15.5 

18.1 

13.8 

10.4 

9.7 

7.8 

10.4 

27.6 

12.6 

6.7 

3.1 

3.2 

15.1 

4.8 

23.3 

7.7 

17.0 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ない

高血圧

脳卒中（脳出血･脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症，関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（悪性新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）



 

54 

③災害時や緊急時の対応 

(1)緊急時等の一人での避難 

一般高齢者は，「避難できる」が 85.8%で最も多く，次いで「一人で判断できるが，

避難はできない」が 6.8%，「一人で判断できないし，避難できない」が 1.2%となっ

ています。 

要支援認定者は，「避難できる」が 34.6%で最も多く，次いで「一人で判断できる

が，避難はできない」が 34.2%，「一人で判断できないし，避難できない」が 14.8%

となっています。 

要支援・要介護認定者は，「一人で判断できるが，避難はできない」が 41.0%で最

も多く，次いで「一人で判断できないし，避難できない」が 25.8%，「避難できる」

が 20.5%となっています。 

 

 

要支援・要介護認定者において，要介護度別にみると，要介護度が上がるほど避難

できない人（「一人で判断できるが，避難はできない」と「一人で判断できないし，避

難できない」との合計）は，おおむね増える傾向にあります。 

 

  

85.8

6.8

1.2

6.3

34.6

34.2

14.8

16.4

20.5

41.0

25.8

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難できる

一人で判断できるが，避難はできない

一人で判断できないし，避難できない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）
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 ■要介護度別（要支援・要介護認定者） 

 

 

 ■家族構成別（要支援・要介護認定者） 

要支援・要介護認定者において，家族構成別にみると，単身世帯では，避難できない

人（「一人で判断できるが，避難はできない」と「一人で判断できないし，避難できな

い」との合計）は 59.6%，夫婦のみ世帯では 67.7%となっています。 

 

 

 

  

20.5

35.8

22.7

15.0

6.3

1.1

4.2

0.0

41.0

41.1

51.7

44.9

35.7

34.0

26.4

22.4

25.8

8.8

11.8

27.7

49.1

59.6

55.6

65.5

12.6

14.3

13.7

12.4

8.9

5.3

13.9

12.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,281人）

要支援1（455人）

要支援2（211人）

要介護1（267人）

要介護2 （112人）

要介護3（94人）

要介護4（72人）

要介護5（58人）

避難できる 一人で判断できるが，避難はできない

一人で判断できないし，避難できない 不明・無回答

20.5

27.3

21.2

13.5

41.0

42.3

42.9

37.8

25.8

17.3

24.7

37.0

12.6

13.2

11.1

11.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,281人）

単身世帯（433人）

夫婦のみ世帯（396人）

その他（386人）

避難できる 一人で判断できるが，避難はできない

一人で判断できないし，避難できない 不明・無回答
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(2)緊急時等の手助けを頼める人の有無 

（緊急時に一人で避難できない方） 

一般高齢者は，「はい」（いる）が 53.6%，「いいえ」が 27.9%となっています。 

要支援認定者は，「はい」（いる）が 57.0%，「いいえ」が 30.2%となっています。 

要支援・要介護認定者は，「いる」が 63.3%，「いない」が 30.5%となっています。 

 

 

要支援・要介護認定者において，要介護度別にみると，要介護度が上がるほど緊急

時等の手助けを頼める人がいない人は，おおむね減る傾向にあります。 

 

 ■要介護度別（要支援・要介護認定者） 

 

53.6

27.9

18.6

57.0

30.2

12.8

63.3

30.5

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝140）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝298）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝856）

63.3

52.0

53.7

64.4

70.5

79.5

74.6

80.4

30.5

41.0

40.3

29.4

26.3

12.5

15.3

17.6

6.2

7.0

6.0

6.2

3.2

8.0

10.2

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（856人）

要支援1（227人）

要支援2（134人）

要介護1（194人）

要介護2 （95人）

要介護3（88人）

要介護4（59人）

要介護5（51人）

いる いない 不明・無回答
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④権利擁護の取り組みについて 

(1)成年後見人制度の認知状況 

一般高齢者は，「少し知っている」が 35.2%で最も多く，次いで「よく知らないが

聞いたことがある」27.4%，「よく知っている」が 18.4%となっています。 

要支援認定者は，「よく知らないが聞いたことがある」が 26.3%で最も多く，次い

で「少し知っている」が 24.8%，「まったく知らない」が 20.0%となっています。 

要支援・要介護認定者は，「まったく知らない」が 26.7%で最も多く，次いで「よ

く知らないが聞いたことがある」が 26.5%，「少し知っている」が 22.6%となってい

ます。 

 

 

  

18.4

35.2

27.4

11.3

7.7

13.0

24.8

26.3

20.0

15.9

11.6

22.6

26.5

26.7

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている

少し知っている

よく知らないが聞いたことがある

まったく知らない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）
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(2)成年後見人制度の利用意向 

  （成年後見制度を知っている方） 

一般高齢者は，「いいえ」（したくない）が 45.0%で最も多く，次いで「わからない」

が 33.9%，「はい」が 18.8%となっています。 

要支援認定者は，「いいえ」（したくない）が 45.2%で最も多く，次いで「はい」が

29.1%，「わからない」が 21.3%となっています。 

要支援・要介護認定者は，「いいえ」（したくない）が 43.4%で最も多く，次いで「は

い」が 31.7%，「わからない」が 20.3%となっています。 

 

 

  18.8

45.0

33.9

2.3

29.1

45.2

21.3

4.3

31.7

43.4

20.3

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

わからない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（ｎ＝943）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（ｎ＝230）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（ｎ＝438）
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要支援・要介護認定者について、前回調査（平成 26 年実施）と比較すると，前回調

査では，「わからない」が「はい」を上回っていましたが，本調査では逆転し，「はい」

が「わからない」を上回っています。成年後見制度の利用意向が増加したといえます。 

 

 

 

■前回調査（平成 26 年実施） 

 

 

⑤高齢者の権利擁護について知りたいこと 

一般高齢者は，「福祉サー

ビ ス 利 用 援 助 事 業 」 が

49.1%で最も多く，次いで

「成年後見制度」が 16.6%，

「虐待に関わる相談窓口・対

応」が 6.3%となっています。 

要支援認定者は，「福祉サ

ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 」 が

35.1%で最も多く，次いで

「成年後見制度」が 13.8%，

「虐待に関わる相談窓口・対応」が 5.9%となっています。 

要支援・要介護認定者は，「福祉サービス利用援助事業」が 46.1%で最も多く，次

いで「成年後見制度」が 14.4%，「その他」が 7.7%となっています。 

　　　　　　　区分

はい (n=139)

いいえ (n=190)

わからない (n=89)

不明・無回答 (n=20)

　　　　　　　全体 (n=438)

31.7

43.4

20.3

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

はい (n=133)

いいえ (n=243)

わからない (n=180)

不明・無回答 (n=24)

　　　　　　　全体 (n=580)

22.9

41.9

31.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16.6

49.1

6.3

4.9

29.5

13.8

35.1

5.9

5.3

45.3

14.4

46.1

3.1

7.7

35.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成年後見制度

福祉サービス利用援助事業

虐待に関わる相談窓口・対応

その他

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）
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⑥高齢化施策として，市が力を入れるべきこと 

一般高齢者は，「特別養護老人ホーム・老人保健施設などの入所施設の充実」が 40.9%

で最も多く，次いで「往診や緊急時の対応など医療体制の充実」が 36.7%，「介護保険

以外の在宅生活を支援する福祉サービスの充実」が 28.5%となっています。 

要支援認定者は，「往診や緊急時の対応など医療体制の充実」が 34.0%で最も多く，

次いで「特別養護老人ホーム・老人保健施設などの入所施設の充実」が 33.2%，「介

護保険以外の在宅生活を支援する福祉サービスの充実」が 23.8%となっています。 

要支援・要介護認定者は，「往診や緊急時の対応など医療体制の充実」が 42.7%で

最も多く，次いで「特別養護老人ホーム・老人保健施設などの入所施設の充実」が

37.4%，「介護保険以外の在宅生活を支援する福祉サービスの充実」が 27.6%となっ

ています。 
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17.0 

9.4 

20.1 

4.3 

16.3 

11.2 

25.9 

40.9 

28.5 

36.7 

6.9 

13.1 

11.0 

9.3 

2.0 

2.0 

6.8 

5.1 

6.6 

11.0 

5.6 

13.5 

12.8 

22.8 

33.2 

23.8 

34.0 

7.4 

13.6 

8.4 

17.2 

0.8 

2.6 

17.6 

5.0 

5.0 

15.5 

6.2 

18.2 

15.8 

26.9 

37.4 

27.6 

42.7 

9.6 

15.9 

9.2 

21.5 

2.1 

3.0 

7.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者の働く場の確保

高齢者の知恵や経験を子どもたちに伝える機会や場づくり

生きがいをもてるような活動機会の拡大

ボランティア活動の育成・充実

隣近所や地域の助け合い・支え合い活動の推進

地域でのリハビリテーション事業の推進

高齢者を介護している家庭に対する経済的支援

特別養護老人ホーム・老人保健施設などの入所施設の充実

介護保険以外の在宅生活を支援する福祉サービスの充実

往診や緊急時の対応など医療体制の充実

認知症施策

高齢者などが外出しやすいように，安全で快適な道路や公園

などの整備

高齢者向けの住宅改造

虚弱なひとり暮らし高齢者などの災害のときの避難誘導体制

の整備

その他

特にない

不明・無回答

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「一般高齢者」（n＝1,760）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「要支援認定者」（n＝609）

在宅介護実態調査「要支援・要介護認定者」（n＝1,281）
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 高齢社会への対応として市が力を入れるべきこととして，「高齢者の働く場の確保」

と回答した人を一般高齢者調査について年齢別にみると，65～69 歳の割合が高く，労

働意欲が高いことが伺われます。地域別にみると，潮見が最も多くなっています。 

 

■年齢別，地域別（一般高齢者） 

 

 

 

  

17.0

13.4

16.4

18.2

19.5

10% 20% 30%

全体(1,760人)

西山手(337人)

東山手(408人)

精道(622人)

潮見(374人)

17.0

24.1

18.5

15.2

3.7

9.3

0% 10% 20% 30%

全体(1,760人)

65～69歳(556人)

70～74歳(422人)

75～79歳(369人)

80～84歳(242人)

85歳以上(129人)
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３ ワークショップ結果にみる課題と対応策 

 

ワークショップは平成 29 年７月に全 3 回実施し，西山手，東山手，精道，潮見

の地域（日常生活圏域）ごとに，「認知症の方への支援」をテーマに検討しました。 

 

（１）実施目的 

 市民ワークショップの目的は以下の通り設定しました。 

 ■ワークショップの実施目的  地域包括ケアシステム構築に向けて，当事者，支援者等が日常において感じ

ている課題や問題点を把握すること  高齢者を支える地域づくりにおける施策の方向性のための検討材料を得ること 

 

（２）検討テーマの選定理由 

【選定理由①】（国・県の状況） 

 次期芦屋すこやか長寿プラン 21 は地域包括ケア計画の 2 期目の計画として位置づ

けられます。地域包括ケアシステムの実現に向けて「認知症施策の推進」が，国・県に

おいて，引き続き重点事項としてあがっています。 
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【選定理由②】（芦屋市の状況） 

高齢社会の進展を背景に，全国と同様に，芦屋市においても認知症高齢者が増加し

ています。 

これまでも芦屋市では，現行計画において，認知症高齢者への支援体制を推進し，

認知症サポーターの増加や認知症初期集中支援チームの整備などに取り組んできまし

た。一方，認知症サポーターの活躍の場の提供など新たな課題もでてきました。 
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（３）検討方法 

「認知症の何を話し合うか」という検討テーマも各チームで選定し，理想と現状，

取組を，３回（３日間）に分けて，検討しました。 

検討テーマは，どのチームも多くの候補が話し合われましたが，チームごとに投票

で３つに絞りました。 
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（４）実施結果 

①西山手地区 

【検討テーマ】 

西山手地区では，次の３つにテーマを決めました。 

○ 認知症の方へのサービス 

○ 今まで通りの暮らしをしたい/認知症になっても自分らしく暮らしたい 

○ 地域の人に支えてほしい（災害時・緊急時は特に必要となる） 

 

【理想と現状，及び解決策（取組）】 

西山手地区では，理想と現状について，検討テーマごとに以下の意見が検討されま

した。また，検討した理想を実現するための解決策（取組）について，以下の意見が検

討されました。 

 

 〇 認知症の方へのサービス 

理想 現状 

サービス等の情報が整理され，誰がみて

も簡単に理解することができる。  認知症の人が利用できる地域の集いや気

軽に立ち寄れる場をつくり支援する。 

 多くのサービスがあり書類も複雑である

ため，制度を理解できない。また知らな

い人が多い。  地域で認知症の人が 1 人でいける場所

がどこかわからない。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  サービスや相談窓口（高齢者生活支援センター）について

知っている人が，知らない人に教えてあげる。  見守り（訪問，電話かけ，食事）など，自分のできること

から始める。 

地域の取組  認知症の人も含めて，誰でも集える場所を発見し，居場所

をつくる。  地域に認知症カフェを増やす。 

行政の取組 行政書類を簡素化し，行政サービスを分かりやすく紹介す

る。  子育て・教育部門と連携して，就学前児童から高校生ま

で，施設訪問や施設に関する学習ができるようにする。 



 

67 

上記以外の取組  町ごとの民生委員・児童委員，福祉推進委員の定期的な状

況把握。 

 

 

 

 〇 今まで通りの暮らしをしたい/認知症になっても自分らしく暮らしたい 

理想 現状  自分の趣味や交友関係を保ちながら，暮

らすことができる。  自由に外出ができ，どこに行っても自宅

に戻ることができ，家族が外出したい時

も近所の人が見守る環境がある。 

 認知症になると，会話がしにくくなり，

交友関係の維持が難しい。  外出の回数も減り，一人で外出しても戻

ることができない。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  セルフケアとして定期的に受診する。  認知症を正しく理解する。 

地域の取組 認知症について偏見をなくすよう認知症サポーターを増や

す。 

認知症の人が散歩しやすいように一緒に歩いて，世話をす

る。  ゴミ出しなどで間違えることが多くなった人には，直接手を貸

す。 

行政の取組  地域の店と市民との意見交換。  芦屋川カレッジ等において，認知症サポーター養成講座・

介護予防リーダー養成講座を生涯教育として取り入れる。  ＮＰＯとの協働。 

上記以外の取組  地域の居場所づくりを団体や民間，ＮＰＯと協力してつく

る。 

 

 〇 地域の人に支えてほしい（災害時・緊急時は特に必要となる） 

理想 現状  普段からの近所付き合いがあり，認知症

であることや，家族に認知症の方がいる

 地域では認知症について正しい理解が浸透

していないため，関わりを避ける傾向にあ
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ことを周囲に伝えることができる。  そのような環境で，地域で認知症の人を

支える。 

り，日常の些細なことを頼める人はいな

い。  認知症の方に何かあれば警察で対応して

いるのが現状であり，地域の人で支えら

れる体制になっていない。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  日頃からの地域の人との関係を大切にする。 

地域の取組  地域で近隣の住民を知り，個人を支えるシステムをつくる。 

行政の取組  地域の広報を支援，協力する。 

上記以外の取組  地域で働く人が地域のことを知る。 
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②東山手地区 

【検討テーマ】 

東山手地区では，次の３つにテーマを決めました。 

○ 相談したい 

○ サポート体制 

○ 地域の協力体制 

 

【理想と現状，及び解決策（取組）】 

東山手地区では，理想と現状について，検討テーマごとに以下の意見が検討されま

した。また，検討した理想を実現するための解決策（取組）について，以下の意見が

検討されました。 

 

 〇 相談したい 

理想 現状  相談場所が明らかで，身近な場所ですぐ

に，気軽に相談できる。  身近な相談場所から関係機関につながる

体制ができている。 

 総合相談窓口として，高齢者生活支援セ

ンターがあり，社会福祉協議会にも相談

窓口が設置されている。  身近に相談できる環境がなく，相談場所

がわからない人が多い。（相談窓口の周

知が不十分） 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  近所の人と顔の見える関係をつくり，知識を深めて身近な

人を助ける。 

地域の取組  地域で施設訪問を企画し，積極的に見学し，施設を肌で感

じ，身近な場所にしていく。 

行政の取組  認知症専門窓口をつくる。（認知症 110 番）  相談窓口の情報発信をもっと工夫する。  施設，事業所における相談窓口の設置を推進する。 

上記以外の取組  相談窓口の職員が日頃から地域イベントに参加し，顔が見

える関係をつくる。 
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  〇 サポート体制 

理想 現状  情報交換や徘徊時に対応するネットワー

クができている。  地域全体で認知症の理解ができている。  地域サポーターが育成され，地域全体で

サポート体制を構築する。 

 傾聴ボランティア（シルバー人材センタ

ー）や関連機関による福祉学習は実施さ

れているが，インフォーマルサービスに

よるサポート体制が構築されておらず，

認知症の人へのサポートができていな

い。  介護保険サービスしかない。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  認知症のことをもっと学習し，認知症を正しく理解して偏

見を持たずに接する。 

地域の取組  自治会に高齢者対応窓口をつくり，相談体制をつくる。  学びたいことが学べる場をみんな（住民，行政，施設）で

つくる。  身近に集まれる場所をつくる。 

行政の取組  地域ニーズを把握し，身近なテーマでセミナーを開催す

る。  市全体の施設情報を周知する。 

上記以外の取組  掲示板や情報誌で，関係機関がお互いにＰＲし合う。 

 

 〇 地域の協力体制 

理想 現状  自治会等の地域で認知症の現状を共有

し，地域で顔見知りになる。  地域と施設の協力体制・関係を構築す

る。 

 自治会，老人会，地区福祉委員会等に見守

り体制があるが，協力体制に地域の差があ

る。  地域と施設の関係づくりが不十分。  地域の協力体制を誰が進めるのかわからな

い。 
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 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  見守りボランティアに参加するなど，できることからしてみ

る。 

地域の取組  連絡網を整備し，見守りネットワークを構築する。 

行政の取組  勉強できる場や集いの場の整備。  定期的な認知症徘徊模擬訓練の実施。 

上記以外の取組  掲示板，地域紙等で地域に民生委員・児童委員の存在を周

知する。 
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③精道地区 

【検討テーマ】 

精道チームは次の３つにテーマを決めました。 

○ 見守り・声かけ 

○ 支援のネットワーク 

○ 認知症の理解 

 

【理想と現状，及び解決策（取組）】 

精道地区では，理想と現状について，検討テーマごとに以下の意見が検討されまし

た。また，検討した理想を実現するための解決策（取組）について，以下の意見が検

討されました。 

 

 〇 見守り・声かけ 

理想 現状 

健康長寿の取組の芦屋スタイルが確立

し，「やさしい声かけ」と「さりげない

見守り」で，誰でもありのままの姿で生

活できる。 

「やさしい声かけ」 

 ・認知症になっても，今までどおり，

近所の人が訪ねてきてくれる 

 ・話しかけられやすい地域をつくる 

「さりげない見守り」 

 ・行きたい所に気がねなく行ける 

 ・一緒に外出してくれる人がいる 

認知症・オレンジカフェといった居場所

があったり，高齢者生活者支援センター

へつなぐことはできているが，声のかけ

方がわからず，見てみぬふりをしてしま

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  あいさつ運動をする。  普段からあいさつ，声かけをして顔見知りを増やしてお

く。 

地域の取組  認知症に優しい地域であることを同じ日にいろいろな場所

で声をあげる。  元気なうちから自分のサポーターをつくる。（友達 10

人） 

自治会でオレンジリングを身に付けて歩こうとアピールす

る。 

行政の取組  相談窓口で認知症チェックをすることをあたりまえにす

る。  ケーブルテレビの芦屋市広報番組を活用して，周知・広報す

る。 

上記以外の取組  認知症サポーターやひとり一役ワーカー等の活動先の拡

充。 

  

 〇 支援のネットワーク 

理想 現状  認知症になってもならなくてもご近所づ

きあいが活発なまち。  認知症になっても安心できる居場所があ

る。  必要な情報がすぐにわかり，共有されてい

る。 

 誰でも気軽に行ける場所がまだまだ少な

い。  困った時の相談先，問い合わせ先がわか

らず，どこに連絡すればよいかわからな

い。 
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 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  オレンジカフェに参加して，来られている方の顔と名前を

覚える努力をする。 

地域の取組  居場所ネットワークをつくる。  自治会，老人会などと問題を共有する。  顔を合わせる機会を増やして，情報共有する。 

行政の取組  居場所をつくる。  徘徊者保護対応のシステムづくり。  認知症カフェへの支援ネットワーク。  認知症サポート医を増やす。  認知症初期集中支援チームの取組を周知する。 

 

 〇 認知症の理解 

理想 現状  小さい時から認知症について学習し，認

知症の人を特別扱いせず，認知症の人が

安心して外出できる地域をつくる。  地域に認知症に対応できる医療機関があ

る。 

 認知症の人と接する機会が少なく，認知

症に対する理解が不十分。  家族の理解が不十分で，診断されても

「あまり知られたくない」と思う家族が

多い。  専門医療機関が不足している。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  認知症サポーター講座，講演会に参加して勉強し，認知症

について学習し，適切な関わり方を知る。 

地域の取組  活発に楽しく参加できる機会を自治会で増やす。  さまざまな催しの中に，認知症を考える時間を作る。 

行政の取組  子どもの時から認知症になじめるように多世代交流の場をつく

る。  認知症に関する情報の集約，一元化。  認知症の人が集える場所を提供する。 

上記以外の取組  世代に関わらず，高齢者施設へ行ってみる。  認知症を理解することを次世代に伝える。 
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④潮見地区 

【検討テーマ】 

潮見チームは次の３つにテーマを決めました。 

○ 正しい理解 

○ 居場所 

○ 地域の見守り 

 

【理想と現状，及び解決策（取組）】 

潮見地区では，理想と現状について，検討テーマごとに以下の意見が検討されまし

た。また，検討した理想を実現するための解決策（取組）について，以下の意見が検

討されました。 

 

 〇 正しい理解 

理想 現状 

小さな頃から継続して学ぶことができ，

みんなが認知症の人に対応ができ，認知

症であるかないかが問題とならないま

ち。 

 認知症サポーター養成講座が知られてい

ない。認知症サポーター養成講座も同じ

人が受講している。  高齢者施設ができそうになると，反対運動

がおこるなど，認知症のイメージがよくな

い。  認知症の方との接し方をわかっている人

が少ない。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  認知症サポーター養成講座への参加の声かけを一人ひとりで行

う。  オレンジリングを身につける。まずは大人からはじめる。 

地域の取組  各自治会で年に１回は認知症サポーター養成講座を企画，

開催する。  オレンジリング週間を設ける。 

行政の取組  認知症の方のケースを地域ケア会議で検討する。  オレンジリングのかわりに，オシャレで可愛いものにし，

身につけやすいものにする。 
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 小学生，中学生や高校生も認知症サポーター養成講座を受け

る等，学校の授業で「認知症」教育をする。 

上記以外の取組  市内の掲示板を活用して認知症サポーター養成講座を知らせ

る。  認知症支援に関する活動をしたら，ポイントが加算され特

典が付くような仕組みを作る。  一般のキャラバンメイトの方と一緒に認知症サポーター養

成講座のプログラムを作る。 
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 〇 居場所 

理想 現状 

いつでもどこでもだれでも集まれるオシ

ャレな場所があり，社会参加できる場が

確保されている。 

「オシャレな場所」 

 ・毎日地域の方と接する機会，場所の確

保 

 ・お金がかからない場所で誰でも行け

る場所が町に 1 つ以上 

 ・何時間居ても追い出されない場所 

 ・夜も集まれる酒場 

「社会参加ができる」 

 ・格安な施設（家の家賃くらいで入れる施

設） 

 ・ボランティアや仕事等，社会参加の場

所 

 ・認知症になっても自分の役割がある 

居場所を作る資金がなく，今ある場所の

情報が周知されていない。 

 ・サロンはあっても回数や場所が限ら

れている 

 ・カフェを作ろうにもお金がないし，

ボランティアもいない 

 ・サロンはあっても認知症の人は 1 人

で行けない 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  お茶会に一緒に行こうと声かけする。  オレンジリングを自宅につけてかけ込めるようにする。 

地域の取組  自治会，管理組合などで認知症に限らず集える場所をつく

っていく。  居場所を作るために講座を行う。  認知症の人をかかえる家族が相談出来る場所を設置。 

行政の取組  認知症カフェ等の集える場所の情報を発信する。  病院に認知症相談コーナーをつくる。  トライやる・ウィーク等で若者に声かけする。 

上記以外の取組  コープ等の身近な店舗に出張相談を設置。  地区が違っても相談を受けてくれる場所の確保。  社会福祉協議会とリードあしやとのコラボレーション。 
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〇 地域の見守り 

理想 現状 

地域の全員が顔見知りで，気軽に声かけ

できる。 

（効果） 

 ・好きに買物ができる 

 ・行方不明になってもすぐに発見でき

る 

 ・無料の 24 時間見守りサービスが構

築される 

 ・多少迷惑がかかっても許される 

 ・地域で自発的に活動が起こる 

 ・自分に自覚がなくても，周りからサ

ポートしてもらえる 

 高齢者が身近にいないため，高齢者のイ

メージそのものがない。また，顔見知り

の関係を作るには，時間がかかる。  近所の人の顔を知らない。  地域での活動に若い世代の参加が少な

い。 

 

 解決策（取組） 

一人ひとりの取組  隣近所にあいさつする。  地域行事に誘いの声をかける。  顔を知らなくてもあいさつする。 

地域の取組  気軽にあいさつをする週間をつくる。  「気になる人がいる」という情報を共有できる場が必要。  店舗や人と対面する仕事をしている団体に認知症の理解を

深めてもらう。  施設等の人が集まるところにおいて民間の有名飲食店とコ

ラボレーションする。 
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４ 関係団体等意向調査にみる課題 

 

 第８次芦屋すこやか長寿プラン 21 を策定するにあたり，医療関係者や介護保険事

業関係者等からみた課題・問題を把握するため，アンケート調査を実施しました。得

られた回答結果から課題を整理しました。 

 

（１）回答結果まとめ 

①芦屋市医師会・芦屋市歯科医師会・芦屋市薬剤師会 

(1)医療・介護連携を推進するための会議や情報交換の場の検討・実施 

    医療・介護連携が進んでいますが，会議や情報交換の場がまだ十分でないと

いう意見があがっています。また，医師会等との連携にとどまらず，今後は

個々の医師・歯科医師・薬剤師と介護職との連携を進めていく必要がありま

す。 

 【検討の方向性】 

     ‐三師会間，個々の医師等と介護職間における連携のあり方と推進 

 

(2)認知症の方に対する気づきと関係機関へつなぐ仕組みの整備 

    認知症を疑われる人で認知症専門の医療機関を受診しない人が増えているの

ではないかという意見があがっています。今後も引き続き早期発見・早期対応

する仕組みを整備していく必要があります。 

 【検討の方向性】 

     ‐認知症への対応が可能な一般医院や人材の育成の支援 

     ‐高齢者生活支援センターの窓口機能・相談機能の強化 

 

(3)芦屋市地域発信型ネットワークの機能強化 

    芦屋市地域発信型ネットワークは地域課題を把握するために重要ですが，ネッ

トワークの機能が十分でないという意見があがっています。 

 【検討の方向性】 

     ‐発見した地域課題を，ネットワークを通じて共有し，解決できているかの

検証 
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②医療機関（病院） 

(1)各機関別に，連携できている点とできていない点を整理して課題を共有す

ることが必要 

    医療機関と各関係機関との連携上の課題は，各関係機関によって異なっていま

す。連携をいっそう深めていくためには，各関係機関が情報共有し，現状では，

どこまで連携できていて，どこからできていないかを共有する場を設定する必要

があります。 

 【検討の方向性】 

     ‐連携上の課題について，制度に関わること，意思疎通に関わることなど

種別で整理して共有 

     ‐課題や解決策を検討・共有する場の設定 

 

(2)認知症の方に対する気づきと関係機関へつなぐ仕組みの整備 

    認知症予防，在宅支援，早期発見・早期対応，相談窓口，退院調整などに対

する意見があがっています。これらに対応するため，気づきから関係機関につ

なぐ仕組みを整備することが必要です。 

 【検討の方向性】 

     ‐早期発見・早期対応のための地域住民による見守りの強化 

     ‐高齢者生活支援センターの窓口機能・相談機能の周知徹底 

 

(3)在宅生活継続のための本人の意思尊重，介護者支援の強化 

    在宅介護の考えが本人・家族に浸透していないという意見があがっていま

す。在宅介護のためには，本人の意思決定支援（在宅希望かどうか）や支援者

の医療知識の向上が必要という意見があがっています。 

 【検討の方向性】 

     ‐本人の意思決定支援，介護者支援の具体的な方法と実現方法 
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③高齢者生活支援センター 

(1)地域包括支援センター業務や地域支援事業における個々の業務や事業に応

じた課題解決の検討 

    地域包括支援センター業務や地域支援事業について，現状の様々な問題点や

課題があがっています。それぞれ，課題を検討し，緊急度や効果の大きさなど

から優先順位をつけて，課題解決を進めることが必要です。 

【検討の方向性】 

 ‐地域包括支援センター業務や地域支援事業における課題と解決策の検討  

 

(2)自主的な介護予防活動を普及するための方策の検討 

    いきいき百歳体操の PR，行政職や専門職のボランティアの推進，自主的な活

動に関わる教育，自主活動グループづくりの担い手育成の研修，トレーナー費

用の補助など，自主的な介護予防活動を普及するためアイデアが多くあがって

います。また，地域包括支援センターだけで普及するには限界があると感じる

との意見があがっているため，介護予防活動に関わる機関・団体で普及につい

て検討する必要があります。 

【検討の方向性】 

    ‐介護予防活動が自主的に実施されるよう，介護予防活動に関わる機関・団

体で普及方法を検討 

 

(3)地域ケア会議を活性化するための改善点の整理 

    会議準備の負担，事例提供の負担など，ポジティブプランのための研修の必

要性が指摘されています。地域ケア会議を活性化するため，改善点を整理し

て，実施していくことが必要です。 

【検討の方向性】 

    ‐地域ケア会議が活発化するよう，課題や改善点を検討 
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④芦屋市ケアマネジャー友の会 

(1)本市の人口規模を生かした医療・介護連携の仕組みづくり 

    本市の人口規模から顔の見える関係性が一部できていますが，組織ごとの関

係では十分ではないという意見があがっています。 

【検討の方向性】 

    ‐組織ごとに顔の見える関係を構築していく仕組みの検討 

 

(2)地域ケア会議の位置づけと自立支援に資するケアプランの概念の啓発    

自立支援に資するケアプランといったことを，単なる機能向上の概念と

して捉えることのないようにすることが求められるという意見があがっ

ています。また，この観点での地域ケア会議の意義を明確にしていくこ

とが必要という意見があがっています。 

【検討の方向性】 

    ‐地域ケア会議の位置づけと自立支援に資するケアプランの概念の見直し 

 

 

⑤居宅介護支援事業所 

(1)往診や緊急対応，夜間対応，看取り対応等における医療・介護連携の強化 

    往診や緊急対応，夜間対応，看取り対応等で連携が必要という意見があがっ

ています。 

【検討の方向性】 

    ‐往診や緊急対応，夜間対応，看取り対応等における具体的な連携方法 

   

(2)住民主体の介護予防の推進のための具体的な方法の検討・整理 

    歩いていける距離で，開催している場があることという意見をはじめ，多く

の具体的なアイデアがあがっています。このようなアイデアを検討・整理する

必要があります。 

【検討の方向性】 

    ‐あがっている具体的なアイデアの実現方法の検討 
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(3)在宅生活継続のための具体的な支援の検討・整理 

    生活全般について把握した上での多種多様な支援などの意見をはじめ，多く

の具体的なアイデアがあがっています。このようなアイデアを検討・整理する

必要があります。 

【検討の方向性】 

    ‐あがっている具体的なアイデアの実現方法の検討 

 

 

⑥芦屋市介護サービス事業者連絡会 

(1)医療介護連携の仕組みづくり 

    顔の見える関係性ができている事業者がある一方で，十分ではない事業者も

あるという意見があがっています。 

 【検討の方向性】 

     ‐より効果的な連携方法の検討 

   

(2)住民主体の介護予防を推進するための具体的な方法の検討・整理 

    リハビリテーション専門職の活用，介護予防のリーダー養成，自治会・老人

会等地域団体との連携などの具体的なアイデアがあがっています。このような

アイデアを検討・整理する必要があります。 

 【検討の方向性】 

     ‐あがっている具体的なアイデアの実現方法の検討 

 

(3) 連携・ネットワークで重要な役割を担う事業所の確保や人材の育成 

    連携・ネットワークで要になる事業所や人材の育成支援が必要という意見があが

っています。 

 【検討の方向性】 

     ‐連携・ネットワークで重要な役割を担う事業所の確保や人材の育成の検討 
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⑦その他 

(1)今後３年間で必要と考えるサービス 

 「定期巡回・随時対応サービス」，「訪問介護（ホームヘルプサービス）」，「通所リハ

ビリテーション（デイケア）」，「特別養護老人ホーム，介護老人保健施設」が多くなっ

ています。 

 

  

質問対象： 居宅介護支援事業所，ケアマネジャー友の会，介護サービス事業者連絡会， 

      高齢者生活支援センター 

（複数回答） 
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(2)地域リハビリテーション活動支援事業における活用の場，及び活用の方法 

 活用の場では，「訪問」が 68.8%，活用の方法では「介護職員や介護サービス事業所

職員等への介護予防に関する技術的助言」が 68.8%で多くなっています。 

 

【活用の場】 

 

 

【活用の方法】 

 

         質問対象： 全調査 

 

  

（複数回答） 

（複数回答） 
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質問対象： 全調査 

(3)取り組むべき市の施策 

 「高齢者等が気軽に通える場づくり，居場所の確保・充実」（50.0%）や「往診や緊

急時の対応など医療体制の充実」（50.0%）が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（複数回答） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

  

計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

わが国は，世界でも類を見ない超高齢社会に突入しています。２０２５年には，団塊

の世代が７５歳以上の後期高齢者となるほか，２０４０年には団塊ジュニア世代が６５

歳以上となるなど，人口の高齢化は今後さらに進展することが見込まれ，本市もその例

外ではありません。こうした中，“介護や支援を必要とする状態になっても，可能な限

り住み慣れた地域で安心して暮らしたい”という思いは，市民共通の願いです。 

その願いを実現するために，身近な地域で様々な相談ができ，一人ひとりの心身の状

態に応じたきめ細かな支援が得られるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が日

常生活の場で一体的に提供される体制「地域包括ケアシステム」をさらに深化・推進し，

地域共生社会の実現に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくりと包括支援体制の構築を

目指します。 

また，誰もが尊厳と生きる喜びを享受しながら快活に生きていける，活力ある超高齢

社会を実現するために，高齢者が生涯学習や就労，趣味の活動，交流などを通して，地

域社会の一員としての役割を担い，高齢者をはじめすべての市民が，地域での交流や見

守り，お互いが助け合う活動，また，防犯・防災活動などを主体的に進め，心が通い合

うだれもがいきいきと安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

以上の基本理念に従い，目指すべき将来像の実現に向け取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『高齢者がいつまでも，いきいきと安心して暮らせるまち』 
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２ 基本目標 

 

『高齢者がいつまでも，いきいきと安心して暮らせるまち』の実現を目指して，

本計画では次の４つの基本目標を掲げます。 

 

基本目標１ 

高齢者を地域で支える環境づくり 

地域の高齢者への総合的な支援を行う高齢者生活支援センターの機能

強化や周知を行い，芦屋市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」とい

う。）と連携し市民とともに，芦屋市地域発信型ネットワークの充実を推

進します。 

また，高齢者が介護や支援を必要とする状態になった場合も，可能な限

り住みなれた地域の中で安心して生活できるよう，住民主体の見守り体制

の整備を進めるとともに，「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進します。

重要性が高まっている高齢者の権利擁護や，認知症高齢者への支援を一層

強化します。 

さらに，重要性が高まっている高齢者の権利擁護や認知症高齢者の支援

を一層強化するとともに，保健・医療・福祉・介護などの関係機関の連携

を強化し，様々な情報の共有と問題解決にあたり迅速な対応や支援，サー

ビスを身近に得ることができる環境の整備を図ります。 

 

基本目標２ 

社会参加の促進と高齢者にやすらぎのあるまちづくり 

超高齢社会を豊かで活力ある長寿社会とするためには，高齢者自身が地

域社会における役割を見出し，自らの経験や知識，技能を生かせる環境が

必要です。 

そのため，地域社会活動，生涯学習，就労など，高齢者が生きがいを持

って積極的に社会に参加できるよう自己実現の機会の創出を一層推進し

ていきます。 

また，長寿社会に対応した住環境を整備するとともに，高齢者を犯罪や

災害等から守り，安心・安全に生活できるよう，関係機関や地域団体等の

連携・協力による生活環境の整備や地域づくりを強化します。 
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基本目標３ 

総合的な介護予防の推進 

超高齢社会を活力ある長寿社会とするためには，高齢者が要介護状態ま

たは要支援状態となることを予防し，活動的な生活を送ることができるよ

う支援するとともに，元気な高齢者を含む地域住民や NPO など多様な主

体による新たなサービスの提供体制の整備を図り地域全体で高齢者を支

える仕組みづくりが必要です。 

また，地域において高齢者が介護予防に関心を持ち，自主的に介護予防

活動に取り組む仕組みや通いの場等の環境づくりも必要です。 

そのため，地域における高齢者の状況を的確に把握し，必要なかたに効 

果的な予防対策を行えるよう，自立の視点に立ち，利用者の状態像に応じた，

介護予防・日常生活支援総合事業，予防給付及び地域における介護予防活動

の推進を図ります。 

 

 

 

基本目標４ 

介護サービスの充実による安心基盤づくり 

介護が必要な状態になっても必要な介護サービスを受けることにより，

できる限り住みなれた地域や家庭で日常生活が送れるように支援し，身体

機能等の維持，改善を目指して，介護度の重度化を防ぐことも重要です。 

そのため，要介護認定の適正化，適切な介護給付や苦情対応体制の充実，

監査体制の確立等により，適性かつ質の高い介護保険サービスの提供に努

めるとともに，低所得者の負担軽減等に取り組みます。また，医療ニーズ

の高い利用者をはじめとした様々なニーズに柔軟に対応し，地域の実情に

合わせて要介護者の在宅生活を支えるためのサービスの整備を図り，超高

齢社会における安心基盤づくりを進めます。 
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３ 施策の体系 

 

本計画では，基本理念の実現に向けて，次のような体系で施策を推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

高齢者を地域

で 

支える環境づくり 

『
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
，
い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
』 

基本理念 

基本目標２ 

社会参加の促

進と高齢者に 

やすらぎのあ

る 

まちづくり 

基本目標３ 

総合的な 

介護予防の推進 

基本目標４ 

介護サービス

の 

充実による 

安心基盤づくり 

基本目標と施策の展開方向 

1-1 高齢者の総合支援体制の充実 

1-2 高齢者生活支援センターの機能強化 

1-3 芦屋市地域発信型ネットワークの充実 

1-4 地域での見守り体制の充実 

1-5 高齢者の権利擁護支援の充実 

1-6 認知症高齢者への支援体制の推進 

1-7 日常生活支援の充実 

2-1 生きがいづくりの推進 

・自主的な活動の促進 

・生涯学習の推進 

・スポーツ活動等の推進 

・生きがい活動支援の充実 

2-2 就労支援の充実 

2-3 住環境の整備 

2-4 防犯・防災対策と災害時支援体制の整

3-1 一般介護予防の推進 

3-2 住民主体の介護予防の推 

3-3  総合事業の推進と介護保険サービスに 
   よる予防給付 

4-1 介護給付適正化の推進強化 

4-2 要介護認定の適正化の推進 

4-3 介護サービス事業者の質の向上に向けた 

    取り組みと監査体制の確立 

4-4 低所得者への配慮 

4-5 介護保険サービスによる介護給付 

4-6 地域密着型サービスの充実 

4-7 特別給付の実施 
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４ 計画対象者の推計 

 

４-１ 40 歳以上人口 

 

※人口の実績と推計を記載予定 

 

 

 

 

 

 

４-２ 要介護等認定者数 

 

※要介護等認定者数を記載予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

93 

５ 日常生活圏域 

 

高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるためには，それを支える基

盤として，保健・福祉や医療関連の施設だけでなく，「住まい」や他の公共施設，交通

網，さらには，こうした地域資源をつなぐ人的ネットワークも重要になってきます。 

本市では，高齢者を住み慣れた地域で支える「地域包括ケア」を推進するために，

中学校区を基本に「日常生活圏域」を設定しています。それぞれの日常生活圏域には

「高齢者生活支援センター」（地域包括支援センター）を設置しており，身近な相談

窓口としての機能を含めた地域支援事業（包括的支援事業）や，要支援認定者への介

護予防ケアマネジメントを一体的に実施しています。また，民生児童委員や福祉推進

委員，自治会などの地域の団体等と連携して高齢者の支援を行なっています。 

本計画期間においても，この日常生活圏域ごとに介護施設の整備を進めるなど，介

護サービスの充実を図っていきます。 

 

※日常生活圏域別の人口を掲載予定 
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【日常生活圏域】 

                  

     

 

日常生活圏域界 

●      高齢者生活支援センター 

 

  

 

   

● 

 

● 

 

● 

精道生活圏域 

  

 

山手生活圏域 

東山手高齢者生活支援センター 

(朝日ケ丘町３９－２０ 和風園内) 

西山手高齢者生活支援センター 

(山芦屋町９－１８ アクティブライフ山芦屋内) 

精道高齢者生活支援センター 

(呉川町１４－９ 保健福祉センター内) 

潮見生活圏域 

 

● 

潮見高齢者生活支援センター 

(潮見町３１－１ あしや喜楽苑内) 


